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"説"

ド

イ

ツ

に

お

け

る

比

較

法

日

次

)
 

句
h
4(
 

四コ一一

ま

え

が

前

史
一
九
世
紀
前
半

一
九
世
紀
後
半

二
O
世
紀

(
以
上
本
号
)

き

ドイツにおける比較法の発展

カl

え

き

ま

本
稿
は
、

一
九
世
紀
以
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
、

の

発

展

、、B
，，，

噌

a
A(
 

五

十

嵐

清

イ
ツ
に
か
ぎ
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
を
ド

す
で
に
わ
が
国
で
す
ぐ
れ
た
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
だ
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
な
い
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
一
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
補
完
を
し
よ
う
と
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説

す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
時
期
を
主
と
し
て
一
九
世
紀
以
後
に
か
ぎ
っ
た
の
は
、

本
格
的
な
比
較
法
は
そ
れ
以
後
は
じ
ま
っ
た
と

論

い
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
著
者
の
能
力
と
資
料
の
不
足
に
よ
る
。
し
か
し
、

他
に
補
完
す
べ
き

も
の
が
な
い
の
で
、
二
次
的
資
料
に
よ
り
、
前
史
と
し
て
、

一
九
世
紀
以
前
の
発
展
に
つ
い
て
は
、

か
ん
た
ん
に
ま
と
め
た
。

な
お
、
本
稿
は
、
筆
者
が
昭
和
四
三
年
度
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
西
ド
イ
ツ
・
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
外
国
私
法

お
よ
び
国
際
私
法
研
究
所
で
行
な
っ
て
い
る
研
究
の
主
要
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
、

研
究
所
の
諸
氏
に
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。

(
1
)

イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
水
回
義
雄
・
英
国
比
較
法
研
究
、
昭
二
一
五
。
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
西
賢
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
」
法

学
論
叢
六
二
巻
二
号
。

(
2
)

ド
イ
ツ
に
限
ら
な
い
が
、
比
較
法
の
歴
史
に
関
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
研
究
と
し
て
は
、
宮
一
-D円

F
r骨
C
I
g
g宮
払
い
司
B
ぽ

m
o
s
g
g
常
的
。
口

E
2
2
F
H
ν
g
s
m
l〈
2
σ
E
H
2
2
&
g口2
2
L
D
2
g
g
z
ι
口
。
。
口
問
込
ω
5
R
5
5
0ロ
m-
舟

ιHCH同円
D
B宮町払《由。
-
u
c
c
)
?
?
↓

UO印
w司
-
M
ム∞

。仲間・山旬。-一
ony
吋
宮
呂
田
付
。
ミ

D『(リ
c
g宮
E
3
T
H弘
司
自
庶
民
0・印』・

0『(リ
D
B司

-r同広・
0
邑
∞
自
由
)
三
l
S
C
U
0
3
u
E
C
m
w
、H，
Z

呂田同
o
q
え
の
0日
間
出

g
t
z
F
ω
d
F
会
出
向
〈
・

F
-
H
N
2・一
D
M

下|吋口(一

S
N〉

U

町内
&
g
-
m
2
v
z
sぬ
-
g
n
y
g同・

HNRFH田
正
お
-
自
門
v
g
民
吉
野
志
1
2
l

z
n
F・
s
・
一
回
ω
∞・

ω
-
N
o
l
N吋
が
あ
る
。
た
だ
し
、
同
vo--Dnr
は
一
九
世
紀
以
前
、
出
口
聞
は
一
九
世
紀
中
葉
、
問
主
g
も
一
九
世
紀
後
半
ま
で
し
か

扱
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
、
〉
含
自
‘
』
D耳
『
問
。

z
q
戸口
ι
ι
5
8
H四
-
E
n
Z口
内
庁
間
2
r
g
d〈訪問ロ
ω
n
z
p
N
m
E
m円}丘公『ロ円

5
H
i

m-2nyg舟

H
N
R
Z
2
5
8田n
z
p
(以
下
、

N
S『
同
]
何
者
と
略
称
)
句
会

UNO)L
同
町
・
も
、
関
与
寄
に
至
る
発
展
史
を
略
述
し
て
い
る
。

前

史T

ド
イ
ツ
法
学
史
上
に
お
い
て
、
比
較
法
的
現
象
と
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

中
世
後
期
よ
り
近
世
初
期
に
か
け
て
行
な

わ
れ
た
「
ロ

l
マ
法
の
継
受
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、

い
わ
ゆ
る
理
論
的
継
受
の
時
代
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
マ
法
を
外
国
法
と
し
て
学
ぶ
と

い
う
態
度
の
少
な
か
っ
た
こ
と
、
明
治
初
期
の
日
本
と
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
わ
O
H匂

5
E
5
c
i
-
-
m
の
包
括
的
継
受
が
な
さ
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Ji! 
一

l!l! 
ヲ

i
 

れ
た
後
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
マ
法
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
現
行
法
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
本
来
比
較
法
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
世
初
期
の
ロ

l
マ
法
継
受
か
ら

?
l
マ
法
の
現
代
的
慣
用
(
巴
回
日
冨
。
仏
巾
B
5
3
E
2
S
E
B
)
の
時
代
に
か
け

て
は
、

ド
イ
ツ
各
地
に
お
い
て
、
固
有
法
と
ロ

i
マ
法
の
葛
藤
が
見
ら
れ
、

こ
の
こ
と
は
ロ

l
マ
法
と
ド
イ
ツ
固
有
法
の
比
較
を
可
能
な

ら
し
め
る
契
機
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
は
、

比
較
法
的
関
心
の
見
ら
れ
る

著
作
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
比
較
法
的
な
傾
向
は
、
固
有
法
を
あ
つ
か
っ
た
著
作
の
中
に
、

(
2
)
 

冨
己
口

E
O
H
E
Fロ
m
や

FO月
ロ

N
M
t
g
の
著
作
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
様
な
目
的
を
も
つ
も
の
と
し
て
い
わ
ゆ
る
門
毘
P
B
Z
U巾
(
相
違
論
)

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
固
有
法
と
ロ

l
マ
法
と
の
相
違
点
を
機
械
的
に
な
ら
べ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、

ロ
ー
マ
法
や
カ
ノ
ン
法
に
言
及
す
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
。

そ
の
中
で
も
有
名
な
の
は
、

ー
マ
法
と
ザ
ク
セ
ン
法
を
比
較
し
た
回
巾
兄
島

E
H
N
2ロ
Y
阻
止
(
一
五
五

O
頃
)
お
よ
び

F
E
d
-
m
明
言

Z
(
一
五
六
七
)
の
門
E
P
B
E芯巾

]
戸
ユ
印
己
丘

-
2
2
8
H
O巳
門
戸
で
あ
る
咋
)

)
 

1
 

(
 

一
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、

ロ
ー
マ
法
と
ド
イ
ツ
法
を
体
系
的
関
連
に
お
い
て
と
り
あ
っ
か
う
学
問
的
著
作
が
現
わ
れ
た
。

T
E
d
-

〈

4

)

(

5

)

』口同
-
4
2門H
g
H
3
H
N
O
E
2
0
1
0巾円
5
2
-
E
一ωny--Z♂
同
)
円
即
位
田
]
ロ
ユ
問
問
。

B
S
F
E
r
5
0
2
B印
巳
口
o
u

H〉山口門日
2
S
E
B
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

ドイツにおける比較法の発展

ω21-nrw 

5
5
冨
邑
巾
門
口
己
印

な
お
、
こ
の
時
代
に
、
比
較
の
対
象
を
ド
イ
ツ
の
現
行
法
に
限
ら
な
か
っ
た
著
作
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
回
5
呂
田
の
の
。
B
S
l

g
g
H呂
田
ヨ
ロ
ロ

-
s
a
g
-よ
ロ
(
日
刊
口
片
山
由
民
。
∞
l
E
E
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
ロ

l
マ
法
、
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
ベ
ル
ギ
ー
法
、

カ
ノ
ン
法
が
相
互
に
比
較
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
す
で
に
こ
の
時
代
に
、
歴
史
的
ド
グ
マ
的
比
較
法
も
見
ら
れ
る
o
E
2巾
g
r
g吉
田
の

(
8
)
 

。。

=
E
t
o
r
mロ
白
〉

E
2
2
B
2
m。自由
E
E
B
E
C∞
が
そ
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
、

一
六
・
一
七
世
紀
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、

比
較
法
研
究
は
こ
の
時
代
に
あ
る
程
度
の
高
ま
り
を
見
せ
た
と
い ロ

北法20(4・3)306 



説

う
も
の
の
、
主
と
し
て
同
一
圏
内
に
適
用
さ
れ
て
い
る
現
行
法
の
比
較
と
い
う
実
用
的
見
地
を
出
る
こ
と
は
少
な
く
、

比
較
方
法
の
体
系

論

的
適
用
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
の
研
究
も
孤
立
し
て
お
り
、
相
互
の
関
連
に
欠
け
た
。
比
較
法
が
、

新
し
い
知
識(

9〉

法
観
念
の
純
化
さ
れ
た
把
握
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
時
代
に
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

以
下
は
主
と
し
て

g
H
E
N
S
m
l
C
E各
民
間

w
P
R
E
n
z
m
L
R
U
E
g
n
Zロ
F
n
E
2
B
E
R
g
p
〉
芹
一

lω
・
日

g
I一回一
0

・
出
品
-
毛

2
・

宅・

5ω
∞
!
日
山
民
主

8
・
m
-
P
0・
ω・M
M
l
N
?
に
よ
る
が
、
と
り
わ
け
同
邑

E
の
】
評
価
に
依
拠
し
て
い
る
。

(
2
)
Y
E口
E
R
E
H口
問
(
一
印

O
A
l一
勾
一
)
に
つ
い
て
は
、

ω
5包
括

-
p
m
n
E
n
Z
二
2
ロ
E
E
r
g
-
u
n
r
Z
5
m
g
ω
n
E
F
-
-呂田
0

・
ω・
ωO印
l!ωou
参

照
。
主
著
は
、

p
l
マ
法
に
関
す
る
何

E『

g
H
H
8
2
5
r一
肖
色
町
宅
円

g
E
E
F
D
E
B
-
-
2日
・
と
ザ
ク
セ
ン
法
に
関
す
る
円
)
臣
官
三
児
島
円

rmHRZ

H
L
W
E吋

R
E
-
-
:二
勾
N
.

で
あ
る
。

(
3
)
g
g
R
5
m
w
p
ω
0・
ω・
2
由民・

(
4
)
のめ

DH同
注
目

ω
E
F
一町一∞|一

mUN・
ド
イ
ツ
法
学
建
設
者
の
一
人
。
本
文
記
載
の

γ
5
1宮門戸印刷
N
O
E
S
-
P
E
E
n
工
D
E
E
-
-
:
・

一
句
。
は

H
D
5
2
2
8
2
の
教
科
書
で
あ
る
が
、
ロ

1
7
法
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
法
上
の
制
度
も
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
本
書
は
学
生
の
聞
に
絶
大
な
人
気

が
あ
り
、
一
八
世
紀
の
末
ま
で
「
小
笠

E
2」
と
し
て
親
し
ま
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

0
2
2
S
に
つ
い
て
詳
細
は
、
回
百
件
札
口
問
lτ
ロ砕
σOHm-
のめ
l

R
E
n
z
o
ι
2
0
2
5
Zロ
河
内

n
Z
2
E
Z
m
n
E片
岡
・
一
∞
∞
デ

ω・-Ami--mA-
と
く
に

F
5
Y邑
g
g
:
・
・
に
つ
い
て
は
、

ω
一
句
!
一
包
参
照
。

(
5
)
r
z
E
伊
豆
5・
志
向
l
一吋

O?
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
。
本
文
所
掲
の
同
V
3
5
y
s
m
c
B
E
E
r
5
0
0
5
5
8
(初
版

5
3
1一回∞
ω〉

が
法
学
上
の
主
著
。
ロ

1
7
法
の
叙
述
と
今
日
の
実
務
の
叙
述
の
間
に
、
部
族
法
以
来
の
ゲ
ル
マ
ン
法
の
歴
史
を
婦
人
し
て
い
る
。
詳
細
は

ω
5
5ロ
ml

c
E
ω
z
a
-
のめ

ωnrH円
宮
ニ
2
0
2
5
r
g
F
n
r仲間
5
2
Z
E
E
-
国・

7
5
8
・
ω・印印|四日・

(
6
)
ω
ω
包

5
-
g
q
r・
5
A
O
l一コ
0

・
当
時
ド
イ
ツ
最
大
の
私
法
学
者
。
ハ
レ
大
学
教
授
と
し
て
の
「

5
5ロ
吋
宮
自
2
5
と
な
ら
ん
で
名
声
を
得
た
。

主
著
は
本
文
所
掲
の

C
E
m
云
&
0
5
5
3
E
2
S
Hロ
ヨ
(
一

B
o
l一コ
N)。
そ
の
完
成
は
彼
の
死
後
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
も
、
多
く
の
場
合
に
ド
イ
ツ

法
を
適
用
し
て
い
る
。
詳
細
は
、

ω
E
E口問
l
Eロ含宮司問司

P
P
0・
ω・
宝
1
3・

(
7
)

出
品
i
c司
・
号
・
司
・
一

CAN-
回口比

E
F
H
g
z
s口町
l
F
S合
符
円
聞
に
も
言
及
さ
れ
ず
、
忘
れ
ら
れ
た
学
者
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
出
口
聞
に
よ
り
発

掘
さ
れ
た
。
本
文
所
掲
の
著
書
は
、
デ
ゲ
ス
タ
の
配
列
に
し
た
が
っ
た
ロ
!
?
法
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
特
徴
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス

法
の
解
釈
で
は
な
く
、

P
1
7
法
と
カ
ノ
ン
法
・
ゲ
ル
マ
ン
慣
習
法
と
の
相
違
の
比
較
研
究
に
あ
り
、
し
か
も
、
ゲ
ル
マ
ン
慣
習
法
の
研
究
は
ド
イ
ツ

領
土
に
か
ぎ
ら
ず
、
全
大
陸
に
及
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
。

(8)
同ハ邑
g
-
P
P
0・
ω・日
ω・関口口
E
L
E
5
2
r
E
E
(
S
m
o
-
-
m一
ω〉
に
つ
い
て
は
、

ω
g
gロ閃
i
C昆
m
g
a
-
F
ω
・
土
品
|
会
∞
参
照
。
フ
ラ

γ

ス
学
派
の
一
人
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
所
掲
の
の

c-一Eo---・
:
に
つ
い
て
は
、

ωtHHR5m
も
書
名
を
か
か
げ
る
だ
け
で
内
容
の
説
明
は
な
い
。
本
文
記

載
の
よ
う
な
評
価
は
穴
邑

g
の
発
見
か
?

ハ
9
〉
関
白
色
2
・
p
p
c・
ω-Mωu
出口問・

0甘
・
江
戸
司
・

54A-

の
発
見
と
、

北法20(4・4)307 
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一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
自
然
法
の
時
代
は
、

そ
の
思
弁
的
演
緯
的
方
法
の
放
に
、

比
較
法
に
と
っ
て
必
ず
し
も
好

都
合
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
代
の
後
半
は
、
各
国
に
お
け
る
統
一
法
典
の
制
定
の
時
期
に
あ
た
り
、
国
家
的
意
識
が
強
調
さ
れ
た
。

こ
れ
も
比
較
法
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
は
、
比
較
法
の
必
要
性
を
主
張
し
、

ま
た
、

み
ず
か
ら
実
行
す

る
学
者
が
現
わ
れ
た
の
で
、

比
較
法
の
歴
史
に
と
っ
て
重
要
な
時
代
で
あ
る
。

世
界
に
お
い
て
は
じ
め
て
比
較
法
の
必
要
性
を
説
い
た
学
者
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
イ
コ
ン
(
切
官
。
ロ
ゾ
と
な
ら
ん
で
ド
イ
ツ
の
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
(
「
包
ゲ
巳
片
N

)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ベ
イ
コ
ン
が
自
国
法
を
批
判
す
る
た
め
に
外
国
法
の
研
究
の
必
要
性
を
説
い
た
の
に
対
し
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

Z
0
4
即
日
2
r
o仏
戸
田
島
田
口

E
岳
町
内
】
。
n
m
E白

2
広
巾
百
江
省

E
母
ロ
片
岡
印
叩
広
告
の
中
で
、

あ
ら
ゆ
る
民
族
、

あ
ら
ゆ
る
土

地
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
法
を
、
あ
ら
ゆ
る
素
材
に
お
い
て
、
比
較
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

F
g昨
日
目

F
官
『
(
法
の
劇
場
)
を
示
そ
う

と
計
画
し
勺
〕
た
だ
し
、
こ
れ
は
計
画
だ
け
で
終
り
、
彼
自
身
に
よ
っ
:
、
他
の
学
者
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
自
然
法
の
時
代
に
お
い
て
、
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
、

そ
し
て
種
々
の
目
的
の
た
め
に
比
較
法
的
素
材
を
使
用
し
た
学
者
と
し
て
、

)
 

1
 

(
 

セ
ル
デ
ン

(ω
己
骨
P
イ
ギ
リ
ス
)
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

(
C
H
O
P
F
オ
ラ
ン
ダ
)
、
ヴ
ィ
コ
(
〈

-np
イ
タ
リ
ア
〉
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
(
宮
。
旦
2
1

官
庁
5
フ
ラ
ン
ス
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
匹
敵
す
る
学
者
を
ド
イ
ツ
で
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
法
学
教
育
に
お
け
る
比
較
法
の
意
義
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
シ
ョ
ッ
ト

(〉己
m
山
口
忠
明
江
丘
ユ
ロ
グ

ωロ
「
。
ぇ
)
は
、

F
江
田
江
田
口
}
戸
巾
開
ロ
NULLO同
)
E
F巾
C
ロ
L
ζ
2
r
o仏。
-omF巾
口
芯
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
を
解
明
す
る
た

ドイツにおける比較法の発展

オ
ラ
ン
ダ
、

ス
エ

l
Jア
ン
、

Jア
ン
マ

l
ク、

プ
P

イ
セ
ン
の
よ
う
な
隣
接
す
る
諸
国
民
の
法
の
若
干
の

イ
ギ
リ
ス
、

(
3
)
 

知
識
を
真
の
補
助
手
段
と
し
て
推
薦
し
た
。
同
様
に
、
ピ
ュ
ッ
タ

I
(
F
Eロロ
ω常
貯
ロ
可
合
同
巾
る
も
、
そ
の

H
Z
江田氏
m
n
Z
開ロ
NML向

日

o
E門出巾

〔

4
V

N

・
〉
戸
戸
口
告
に
お
い
て
、
古
代
の
文
化
民
族
の
法
の
研
究
の
必
要
性
を
説
い
た
。

め
に
、

フ
}
フ
ン
ス
、

自
然
法
の
時
代
の
比
較
法
の
意
義
に
つ
い
て
総
括
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
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理
論
的
価
値
は
承
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、

モ
γ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

比
較
法
の
方
法
論
は
ま
だ

論

未
発
達
で
あ
っ
た
。

(
1
)
(
)
C口
同
百

5
S
E
m
-
-
A
E
E
C
H
F
E守
於
宮
内
内
同
お
町
内
え

3
0
5ロ
H
r
E
B
R
E
E
C
E口
E
E
m
g
p同
p
-
2
2日
P
R
E司
C
E目
立

RFRW
荷
主
主
忌
』
Em

内
目
白
目
出
耳
目

5
・ム
H
F
D刃
包
旦
・
ロ
5
2
m
w
一三・

2
g仏
『
可
出
口
問
・
唱
・

5
会
口
・

8
・
な
お
法
学
者
と
し
て
の

F
E
E戸
誌
に
つ
い
て
は
、

ω昨日
R
E
m
-

C
E
m
r
R四
戸
・

7
ω
・
お
1
2
参
照
。

(
2
)
出
品
-
D官・

2
・司・

-Oム
ア
た
だ
し
、
烈
邑
g
L
P
0
・ω
・
訟
は
匂
口
問
。
邑
D同

町

(
-
E
M
l一
回
出
品
〉
を
、
の
E
C
5
と
同
様
、
自
然
法
説
の
正
当
性
を
証
明

す
る
た
め
に
、
比
較
法
的
方
法
を
用
い
た
学
者
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

(
3
)
〉内

U
F
Y路
町
民

C
E
R
E
ι
ι
百
耳
『
町
一

E
n
v
g
r
H
N
2
Z
2
5
8印
n
E
F
N
S同
町
一
同
巧

ω吋

(-UNO)・
ω
u
F
ι
g
L
h・0
・ω-Nh・
〉
ロ
官
由
同
司
円
高
島
1

H
-
n
F
ω
n
F
D
Z
(
コAAll-SN)
に
つ
い
て
は
、

2

5
包
括
l
F
E仏師
J
F
O
H
m
-
-
7
ω
・
会
TIN-
己・

2
0
Zロ
ω・
ωom
参
照
。

(
4
)
〉
E
F
P
P
0・
ω
・
5

T
同
色
g
-
P
P
0・∞
-N#
・
な
お
』
0
7
8ロ
ω
E
E
M
M
E
R
H
(
一
口
印
|
一
∞
0
3
に
つ
い
て
は
、

ω
H
5
5口問
lFgLmroぬ
・
戸

一・

ω
・
ωω
一llω
日
参
照
。
各
方
面
で
活
躍
し
た
が
、
と
く
に
国
家
学
者
、
法
史
学
者
と
し
て
有
名
。

一
九
世
紀
前
半

一
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
を
支
配
し
た
の
は
歴
史
法
学
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、

や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
法
学
に
お
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ

i
以
来
、

法
の
歴
史
的
研
究
は
比
較
法
と
結
び
つ
き

ロ
I
マ
法
の
み
が
研
究
対
象
と
さ
れ
、
法
は
民
族
精

神
の
自
然
の
生
成
物
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
他
の
国
の
法
と
の
比
較
が
排
除
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
世
紀
前
半
は
比
較
法
の

発
達
に
対
し
必
ず
し
も
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全
体
と
し
て
は
、
こ
の
時
代
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
頂
点
と
す
る
法
典
編
纂
に
続
く
時
代
で
あ
り
、
各

北法20(4・6)309 
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国
の
法
学
者
が
自
国
法
の
解
釈
に
専
念
し
、
外
国
法
に
対
す
る
関
心
を
見
せ
な
か
っ
た
。

ド
イ
ツ
で
は
統
一
法
典
が
制
定
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
、

や
は
り
全
体
と
し
て
は
比
較
法
に
対
し
無
関
心
な
状
態
、
が
続
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、

し
か
し
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
法
学
に
お
け
る
比
較
法
の
必
要
性
を
主
張
し
、

み
ず
か
ら
そ
れ
を
実
行
し
よ
う

か
っ
、

と
す
る
者
が
歴
史
法
学
に
対
す
る
反
対
者
の
側
か
ら
現
わ
れ
た
。

(
』
。

E
ロ
ロ
〉
ロ
田
巾
-
H
H
H

匂巾ロ巾

F
R
r
)
と
ガ
ン
ス

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

(
何
円
山
口
阻
止
の

2
6
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
主
と
し
て
実
際
上
の
必
要
性
の
見
地
に
た
っ
て
、

近
代
法
の
比
較
を
精
力
的
に
行
な
っ
た

学
者
も
現
わ
れ
た
。
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
l

(
宮
町
R
H自
己
巾
与
を
中
心
と
す
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
学
派
が
そ
れ
で
あ
る
。

(
〉
ロ
印
己
日
間
2
2
g
n
r
L
コω
)
H
∞ωω)

ア
ン
セ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ

ド
イ
ツ
近
代
刑
法
学
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ン
セ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、

若
い
と
き
か
ら
比
較
法
に
関
心
を
示
し
て
い
た
が
、

一
八
一

O
年
、
己
巳
2
r
。-
N
R
P
-
5
5
2
Z
〉
ゲ
ゲ
由
民
宮
口
哲
ロ
の
序
文
の
中
で
、

は
じ
め
て
法
学
に
お
け
る
比
較
法
の
必
要
性
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
考
え
を
示
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
彼
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
比
較
法
が
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
じ
た
の
ち
、
「
な

)
 

-(
 

ぜ
解
剖
学
者
が
比
較
解
剖
学
を
も
ち
、
な
ぜ
法
学
者
は
な
お
比
較
法
学
を
も
た
な
い
の
か
?
す
べ
て
の
経
験
科
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
発

比
較
と
統
合
で
あ
る
o

種
々
の
対
比
に
よ
っ
て
の
み
、
対
比
さ
れ
た
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
。
類
似
と

見
の
も
っ
と
も
豊
か
な
源
泉
は
、

ドイツにおける比較法の発展

相
違
、

そ
し
て
そ
の
両
者
の
諸
原
因
の
観
察
に
よ
っ
て
の
み
、
す
べ
て
の
事
物
の
特
色
と
内
的
本
質
が
十
分
に
究
明
さ
れ
る
。
一
言
語
の
比

較
か
ら
言
語
哲
学
、
す
な
わ
ち
本
来
の
言
語
学
が
生
ず
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
時
と
場
所
の
類
似
ま
た
は
相
違
す
る
諸
国
民
の
法
律
と
法

慣
習
の
比
較
か
ら
、
普
遍
法
学
が
生
ず
る
。
そ
れ
こ
そ
異
名
の
な
い
法
律
学
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
の
名
称
を
も
っ
法
律

学
に
真
の
力
強
い
生
命
を
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
己
と
し
て
、
普
遍
法
学
と
し
て
の
比
較
法
の
構
想
を
提
示
し
、
デ
ル
・
ヴ
ェ

の
先
駆
者
と
な
っ
た
。

キ
オ
(
ロ
己
〈
巾

2
E
C
)

た
ん
に
普
遍
法
学
の
構
想
を
示
し
た
の
み
な
ら
ず
、

〈

4
)

み
ず
か
ら
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
。
し
か

彼
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
は
ち
が
い
、

北法20(4・7)310
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し
、
彼
の
生
前
に
は
完
成
す
る
に
い
た
ら
ず
、
未
完
の
構
想
に
終
っ
た
。
以
下
は
、

に
よ
る
そ
の
普
遍
法
学
の
大
綱
で
あ
る
。

ラ
1
ト
プ
ル
フ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
未
定
稿

論

フ
ォ
イ
エ
ル
パ

y

ハ
の
と
り
あ
げ
た
対
象
は
、

ア
ジ
ア
(
と
く
に
シ
ベ
リ
ア
)
、
中
央
ア
ジ
ア
(
と
く
に
満
州
)
、
流
浪
民
族
の
立
法
(
と

く
に
モ
ン
ゴ
ル
)
、
シ
ナ
、

ア
メ
リ
カ
、

イ
ン
ド
に
及
び
、
利
用
し
た
文
献
は
諸
外
国
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

当
時
の
文
献
の
状

況
か
ら
い
え
ば
、
彼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
実
現
不
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
こ
の
点
で
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
法
の
精
神
」
(
一
七
四
八
)
と
メ
イ
ン
の
「
古
代
法
」
(
一
八
六
一
)
の
聞
の
空
隙
を
埋
め
る
役
割
を
果
し
て
お
り
、

し
か
も
メ
イ
ン
の
方
に
よ
り
近
い
と
さ
れ
と
。
彼
は
基
本
的
に
は
自
然
法
学
派
に
属
し
、

歴
史
法
学
派
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
、

人
類
は
種
々
の
民
族
の
形
態
に
お
い
て
の
み
存

の
比
較
法
の
方
法
は
歴
史
法
学
と
自
然
法
学
の
中
間
を
行
く
も
の
で
あ
り
、

在
し
、
そ
の
進
化
は
統
一
の
な
か
に
お
け
る
大
き
な
パ
ラ
ィ
エ
テ
ィ
に
導
く
と
す
る
も
の
の
、
他
方
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
科
学
は
一
般
的
な

も
の
の
認
識
の
中
に
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
点
で
、
ラ
l
ト
プ
ル
フ
は
、

(
自
)

学
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ブ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
究
極
目
的
は
今
日
の
法
社
会

さ
て
、

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、
自
然
法
学
者
の
信
じ
た
自
然
状
態
説
は
歴
史
的
現
実
に
反
す
る
と
し
、

人
類
は
当
初
か
ら
唱

B
や

家
族
の
中
で
生
活
し
た
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
土
地
所
有
権
の
自
然
法
的
理
解
に
も
反
対
し
、

当
初
は
公
的
所
有
権
の
み
が
存
在
し
た
と

説
い
た
。
契
約
に
つ
い
て
は
、
原
始
社
会
に
は
存
在
せ
ず
、
交
換
と
売
買
の
形
で
次
第
に
発
生
し
た
も
の
と
し
、

的
所
有
権
に
も
と
づ
く
と
す
る
。
婚
姻
法
に
つ
い
て
は
、
逆
縁
婚
の
存
在
理
由
を
嫁
費
の
節
約
に
求
め
、

原
始
的
相
続
法
も
団
体

ポ
リ
ガ
ミ
に
つ
い
て
も
、
そ
の

原
因
を
嫁
資
の
増
大
に
求
め
る
。
さ
ら
に
私
法
と
刑
法
の
関
係
に
お
い
て
も
、
原
始
法
の
下
に
お
い
て
は
、
刑
法
の
方
が
一
般
的
で
あ
り
、

ハ
9
v

そ
の
理
由
は
財
産
が
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

原
始
法
と
宗
教
と
の
聞
に
密
接
な
関
係
が

存
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
以
上
の
多
く
の
諸
点
で
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
所
説
は
、
後
に
メ
イ
ン
が
「
古
代
法
」

の
中
で
説
く
も
の

北法20(4・8)311 
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と
近
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
法
に
対
す
る
国
民
的
性
格
の
影
響
を
無
視
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

端
に
走
る
こ
と
な
く
、
人
類
の
共
通
性
を
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

歴
史
法
学
派
の
よ
う
に
極

か
く
し
て
、

な
お
、

の
み
に
関
心
を
も
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
代
法
の
比
較
に
も
関
心
を
有

一
八
一
二
年
に
は
、
パ
リ

l
に
二
カ
月
滞
在
し
、
そ
の
成
果
と
し
て
、

dσ
向

島

町

。

2
-
n
E
2
R片
山
田
町
ロ
ロ
関
口
忌
門
凶
器
ユ
円
宮
巾
ユ
付
宮

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
民
族
学
的
法
学
(
後
述
)

し
た
。

〈
R
p
r
H
E
H
J白ロ
W
H
a
n
Z
Z
N切
を
発
表
し
て
い
る
。

の
先
駆
者
と
し
て
終
っ
た
。

そ
の
業
績
も
当
時
は
顧
み
ら
れ
ず
、

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
比
較
法

し
か
し
、

)
 

τょ(
 

(
1〉
何

色

r
E
n
y
H
u，

E
a
g
n
F
胃恥

2
5
5
含

骨
C
】岬円

O
B百
円
少
問
。

2
2
-
c
s
Z
H同
一
一
回

ω∞
-
-
Y
M
∞
ム
!
日
山
一
が
基
本
的
文
献
。
な
お
、
明

2
2
5円「

の
人
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
河
邑

Z
R
Y
-
〉
ロ
月
一
日
明

2
2
g
n
y
回
ロ

τ
1
2
8
r
g
p
S
2・
M

・
〉
ロ
戸
石
印
吋
(
菊
池
・
宮
沢
訳
・
一
法
律
家
の
生

涯
、
昭
三
八
)
二
言
-
F
の
3
F
F
5
g彰
晃
司

L
・
〉
口
町
一
-
呂
田
タ

ω・印』
ωR-u自
宅
内
町

L
D
E
5
3己
〉
ロ

E
E
3
5吋宮内
r
w
ω
3
f
r
g
ω
一切

りぬ同品目『

W
C
2
2
N
m
o
g
H
E
H
ι
E
n
y
Z
H・
3
2
参
照
。

(
2
)
〉
口
問

-
g
m，

ogHrR7.
回

}HnrE同
門
同
日
克
己
目

Z
H
N
2
Z室、呂田
E
田口

E
F
E
2ロ
ωω
円
}gH河
口
〈

R
B
5
n
r円

S
F
Z一F
一∞

ωω"ω.5ω.
な
お
、
こ

の
構
想
は
、

E
2
5
ι
z
c
z
g島
m
T
H
H
2口角

C
E
S吋
包
一
』
ロ
ロ
名
門
戸

ι
g
N
-
F
5
H宮
島
、

ω回
5
m
s耳目的円
r
q
Z
R
E
ω
戸
∞

ι・
?
N
〉
ロ
ロ
・
呂
田
喧

ω・

ω
吋
∞
同
町
.
に
お
い
て
ふ
え
ん
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
り
己
〈
め
円
。

E
0・
ωcz・
E
E
全
戸

E
ω
ロ
g
E
ι
ぬ
こ

)
5
2
0
C口
言
司
自
一
命
(
リ

0
5宮
E
同0・
N
E
-
一
∞
o
u
・
司
ヱ

2
田
・
(
野
田
訳
「
比
較
普
遍
法
学
の

理
念
に
つ
い
て
」
法
に
お
け
る
歴
史
と
理
念
、
所
収
)
。

(
4
)
句

2
2
g
n
r・
5
2
5
ω
n
F
5
8・
ω・
541l印
・
〉
ロ

5
2
E口
町
・
参
照
。
な
お
、
彼
は
そ
こ
で
の
包
凹
に
期
待
し
て
い
る
。

(
5
)
未
完
の
理
由
と
し
て
即
持
者

DR
は
、
当
時
の
補
助
手
段
の
不
十
分
性
や
司

2
2
g
n
y
の
構
想
が
大
き
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
、
彼
の
考
え

方
や
仕
事
の
や
り
方
を
問
題
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
司

2
司

g与
は
、
本
来
、
事
実
を
蒐
集
し
吟
味
す
る
と
い
う
気
質
で
は
な
く
、
た
だ
当
時
の

風
潮
に
従
い
、
モ
ン
ゴ
ル
、
シ
ナ
、
ア
メ
リ
カ
旅
行
記
を
集
め
て
読
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
巧
c
F
m
-
印・

0
・
ω・
可
∞
・
本
文
で
紹
介
す
る

ドイツにおける比較法の発展
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説

同州邑『
E
n
F
の
評
価
よ
り
、
き
び
し
い
。

(
6〉

E
ι
r
E
Y
F
2
2
}
「

B
百
三
-

(
7
)
H
Nえ
r
H
R
Y
D司
・
日
片
岡
》

-N∞
印
・
な
お
、
明
2
2
E品
自
身
、
宮
O
ロ
Z
S日
2
を
自
己
の
先
駆
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
モ

γ
テ
ス

キ
ュ
ー
は
、
こ
の
課
題
(
諸
国
民
の
普
遍
史
〉
を
魂
の
中
に
も
ち
、
そ
の
解
明
に
乗
り
だ
し
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
今
に
い
た
る
ま

で
そ
の
最
後
の
人
で
も
あ
っ
た
。
」
と

o
F
S号
R
}
y
E
2
5
ω
円

}
E
Z
P
ω
・
5
A・
こ
れ
は
、
比
較
法
の
先
駆
者
と
し
て
の

ζ
s
z
g己
2
に
対
す

る
最
初
の
評
価
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
H
U
L
r
E
n
y
c司・

2
・
司
呂
田
・

(
9
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
刑
法
は
進
化
の
そ
の
後
の
発
展
段
階
の
産
物
で
あ
る
と
す
る
、
刑
法
史
研
究
者
と
し
て
の
何
色
町
5
r
の
批
判
が
あ
る
。

岡
山
宮
凶
ゲ

Hcnyc℃
円
い
同
・
℃

MUG-

(
叩
)
河
邑
rH57wD円

Y

門戸時・司

MU一
こ
の
評
価
は
、
河

ω
L
F
z
r
の
論
文
の
書
か
れ
た
当
時
に
お
け
る
ナ
チ
ス
思
想
に
対
す
る
批
判
を
意
味
す
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

(
什
)
な
お
、
町
長
巧
D一子も、

3
5
H
g
n
r
の
「
普
遍
的
法
律
お
よ
び
法
比
較
の
方
法
」
が
、
ぞ
E
ロ
ク
回
R
E
P
F
H
U
@丘
お
よ
び
同
D
Z
R
を
経
て
、

独
立
の
比
較
法
学
の
建
設
に
至
る
発
展
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
巧
G
一?ωω
。・

ω・印吋白・

論

ガ
ン
ス

(
E
E
E
P
F
口
。
∞
l
E
ω
@
)

フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
が
カ
ン
ト
学
者
で
あ
る
の
に
対
し
、

ガ
ン
ス
は
へ

l
ゲ
ル
哲
学
の
立
場
か
ら
同
じ
く
法
学
に
お
け
る
比
較
法
の
必

要
性
を
強
調
し
、

か
っ
、

そ
の
主
著
同
)
曲
目
開
門
ゲ

B
n
Z
E
g巾
5
円巾

mnyFnr岳円
7
2
開
E
3
n
w
Eロ
hv
回
日
〉
ゲ
ゲ
白
邑
]
ロ
ロ
m
門同
2
C
E
S吋
|

g
F
2
Y仲
間
関
巾
田
口
}
ユ
ロ
ゲ
丹
市
・
品
切

F
・

5
N品
|
昂
の
中
で
そ
れ
を
実
行
し
た
。

彼
は
、
本
書
の
序
文
に
お
い
て
、

ヴ
ォ
ル
フ
流
の
自
然
法
論
の
抽
象
性
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、

サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
歴
史
法
学
に
対
し
て

も
、
そ
れ
が
立
法
者
の
活
動
を
軽
視
し
、
外
的
な
も
の
の
崇
拝
に
な
る
と
批
判
し
た
が
、

い
ま
や
抽
象
的
哲
学
と
実
証
科
学
と
の
接
近
が

な
さ
れ
た
と
し
、
「
こ
の
平
和
締
結
に
つ
づ
く
つ
ぎ
の
歩
み
は
、

あ
ら
ゆ
る
実
証
科
学
に
お
け
る
比
較
へ
の
は
げ
し
い
努
力
で
あ
っ
た
。
比

北法20(4・10)313



較
と
そ
れ
へ
の
要
求
の
中
に
、
:
:
:
:
個
々
の
も
の
が
そ
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
全
体
性
の
中
に
お
い
て
の
み
真
理
が
存
在
す

(
2
)
 

る
、
と
い
う
こ
と
の
承
認
が
あ
る
よ
と
説
い
て
、

へ
1
ゲ
ル
哲
学
と
比
較
法
を
結
び
つ
け
た
。

ガ
ン
ス
は
法
学
に
比
較
方
法
を
用
い
た
先
駆
者
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
あ
げ
、
「
彼
は
、

(
3
)
 

普
遍
的
取
扱
の
創
始
者
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
-
評
価
す
る
。
そ
の
他
ド
イ
ツ
に
お
け
る
先
駆
者
と
し
て
は
、

ン
(
の

g-B田
口
)
、

つ
ね
に
法
学
に
お
け
る

グ
ロ
ル
マ

プ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
、
テ
ィ
ボ

l

(
叶

Y
F
E
C
の
三
人
を
あ
げ
、

ト
!
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ガ
ン
ス
は
歴
史
法
学
派
の
側
か
ら
の
批
判
に
対
し
種
々
の
反
論
を
試
み
て
い
る
が
、

と
く
に
テ
ィ
ボ

l
の
こ
と
ば
を
そ
の
著
書
の
モ
ッ

と
り
わ
け
、

あ
ら
ゆ
る
民
族
の
法
史
が
同
様
に
重
要
な
わ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
の
は
ロ

1
7
法、

ゲ
ル
マ
ン
法
、

カ
ノ
ン
法
の
み
で
あ
る
と
す
る
歴

史
法
学
派
の
批
判
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
法
を
適
用
す
る
人

Q
5
5
)
の
立
場
か
ら
の
学
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
法
の
知
識

(HNRrg}2ロ
仏
巾
)

ま
た
は
法
の
博
識

(
H
N
2
y
g
m
m
r
r
g
g
w
E
)
に
す
ぎ
ず
、
真
の
法
学
(
列

2
y
z
i
a
B
R
E
Z
で
は
な
い
。

真
の
法
学
は
イ
デ
!
と

関
係
し
、
学
問
と
し
て
、

そ
れ
は
必
然
的
に
哲
学
の
一
部
で
あ
る
。
重
要
性
と
か
効
用
と
か
に
関
係
し
な
い
。
法
学
は
さ
ら
に
法
哲
学
と

)
 

吋

i(
 

法
史
に
分
れ
る
。
「
法
史
は
、

そ
れ
が
単
な
る
抽
象
を
内
容
と
し
よ
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
身
の
中
に
、

必
然
的
に
時
代
に
お
け
る

ドイツにおける比較法の発展

張法
し概
て念
L 、dコ
る五全
O~ 体

を
把
握
す
る。
し
ナこ
が
イコ

て

そ
れ
は
同
じ
く
必
然
的
に
普
遍
法
史

(
d
E〈
R
g
r号
宮
印

m
g口
E
円
宮
巾
)
で
あ
る
よ
と
主

ガ
ン
ス
は
普
遍
法
史
を
全
体
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
相
続
法
に
限
定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

し
か
し
、
「
一
民
族

の
相
続
法
は
家
族
法
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
。
さ
て
、
家
族
法
自
身
が
そ
れ
自
身
の
中
に
各
民
族
の
歴
史
的
原
理

を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
相
続
法
の
範
囲
内
で
世
界
精
神
の
必
然
的
運
動
を
示
す
の
が
本
書
の
課
題
で
あ
ふ
日
」

本
書
は
、

ロ
ー
マ
法
を
中
心
と
し
、

そ
れ
に
前
史
と
後
史
を
加
え
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
第
一
巻
(
一
八
二
四
年
)
で
は
、
「
ロ

l
マ

史
と
ロ

l
マ
法
」
の
関
係
を
論
じ
た
序
説

(
H
w
-

ロ
-
巾
咋
ロ
ロ
ぬ
)

の
あ
と
、

ロ
ー
マ
以
前
の
相
続
法
と
し
て
、

イ
ン
ド
、

シ
ナ
、

ユ
ダ
ヤ
、

イ

北法20(4・11)314



説

ス
ラ
ム
、

ギ
リ
シ
ャ
の
相
続
法
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
巻
(
一
八
二
五
年
)
で
は
ロ

1
7
法
の
み
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

た
ん
な
る

論

ロ
1
7
法
の
出

g
F
R
Y
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
本
巻
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
ロ
ー
マ
相
続
法
を
恐
意
H
遺
言
制
度
と
家
族
日

無
遺
言
制
度
と
に
対
立
さ
せ
、
そ
の
調
和
を
遺
留
分
制
度
で
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
ふ
ぜ
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
本
書
全
体
を
通
じ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
第
三
巻
以
後
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
相
続
法
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
第
三
巻
(
一
八
二
九
年
)
で
は
、
カ
ノ
ン
法

に
つ
づ
き
、

ロ
ー
マ
的
法

(
m
c
g
R阿
佐
円

r
g
H
N
2
r
c
と
し
て
、

八
三
五
年
)
で
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
三
国
が
論
ぜ
ら
れ
、
第
四
巻
(
一

ロ
l
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
的
法
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ゲ
ル
マ
ン
・
ロ
ー
マ
的
法
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
論
ぜ
ら
れ
、
さ
い
ご
に

イ
タ
リ
ア
、

ス
ベ
イ
・
ン
、

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
法
と
し
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

J

ア
ン
マ

l
ク、

ス
エ

l
デ
ン
に
言
及
し
て
い
る
o

な
お
、

こ
の
あ
と
、
二

巻
が
予
定
さ
れ
、

そ
こ
で
ド
イ
ツ
法
と
ス
ラ
ブ
法
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、

著
者
の
早
す
ぎ
た
死
に
よ
っ
て
本
書
も
未
完
の

ま
ま
で
終
っ
た
。

本
書
は
、
歴
史
法
学
全
盛
時
代
に
そ
れ
の
批
判
者
と
し
て
現
わ
れ
た
た
め
、
当
時
に
お
い
て
十
分
に
一
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
今
日
に
お

い
て
も
、
当
時
の
資
料
的
制
約
と
、
さ
ら
に
一
・
二
巻
に
お
い
て
は
へ

l
ゲ
ル
の
シ
ェ
ー
マ
に
よ
り
す
ぎ
た
た
め
、
学
問
的
価
値
に
乏
し

い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
巻
以
後
で
は
各
民
族
法
の
特
殊
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
へ

l
ゲ
ル
的
シ
ェ
ー
マ
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
。
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
法
や
イ
ギ
リ
ス
法
に
つ
い
て
は
、
現
地
留
学

の
成
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
全
体
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

L
q

以
上
を
総
括
し
て
、
ガ
ン
ス
は
、
当
時
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
評
価
さ
れ
ず
、
後
継
者
も
乏
し
か
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
「
最
初
の
普
遍

法
史
家
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

の
自
由
は
一
七
九
八
年
三
月
一
一
一
一
日
、
ベ
ル
リ
ン
で
由
緒
あ
る
ユ
ダ
ヤ
家
系
に
生
れ
る
。
一
八
一
六
年
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
入
学
。
一
八
一
八
年
に
は

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
に
転
じ
、
出
品
己
と
吋
E
E三
に
学
ん
だ
。
一
八
一
九
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
学
位
を
と
り
、
一
八
二

O
年
に
は
ベ
ル
リ
ン

北法20(4・12)315



)
 

噌

i(
 

で
教
授
資
格
を
と
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
の
ち
、
一
八
二
五
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
助
教
授
、
一
八
二
八
年
に
は
正
教
授
と
な
り
、
多
く
の
講

義
を
行
な
い
、
成
功
し
た
。
し
か
し
、
早
く
も
一
八
三
九
年
五
月
五
日
に
死
亡
し
た
。
そ
の
法
学
史
上
の
地
位
一
般
に
つ
い
て
は
、

2
5
E口問
lピ
E
T

r2mw
。。
mnznFお
《
凶
2
0
2
5
Zロ
H
U円
Z
2
3
m
g
R
Z
F
F
ド
一
回
一
0

・
ω
・
ω
2
1
8
u
参
照
。

(
2
)
の
ωロ♂

Umw回
開
叶
ゲ
ヨ
n
Z
5
者
色
仲
間

2
n
r
F
n
r
r
n
r
R
H
W
E
5
n
r
E口問・

7
一∞
E
-
U内〈
H1M内〈口・

(
3
)
の
釦
ロ
♂
戸
内
W

・O
-
M内〈口同・

(
4
)
附ハ

R
-
H
L
M
L
3問
巧
ニ
Z

E

S
ロ
O
H
O
E
g
(
一コ印

l-∞
MU)
は、

3
5
H
g
n
r
と
同
様
、
カ
ン
ト
学
派
の
刑
法
学
者
、
実
務
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。

詳
細
は
、
住
吉
包
括
l
E
E
ω
r
R
m
w
国・

N-ω
・一

AMI-
主
・
参
照
。
の
自
由
は

C
5
5
2
の
ど
の
点
を
と
ら
え
て
比
較
法
の
先
駆
者
と
し
た
の
か
不
明
。

彼
の
編
集
し
た
雑
誌
豆
諸
R
5
に
は
法
史
に
関
す
る
論
文
が
多
い
が
、
ピ
昆
任
命
円
聞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
云
ω
阿
国
日
が
方
法
論
的
に
普
遍
法
史
的
目
標

を
追
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

Z
O
R
P
ω
・
ご
・
〉
E
U・
S-

(
5
)

そ
の
一
部
、
「
わ
れ
わ
れ
の
法
史
も
、
真
に
実
用
的
に
な
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
新
旧
諸
国
民
の
立
法
を
大
き
く
か
っ
力
強
く
含
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ベ
ル
シ
ャ
人
や
シ
ナ
人
の
法
律
状
態
に
関
す
る
十
の
明
敏
な
講
義
の
方
が
、
〉
戸
mEEω

よ
り
』
5
2
E
E
E
に
い
た
る
無
遺
言
相
続
の
下

に
横
た
わ
る
く
だ
ら
ぬ
不
手
際
に
関
す
る
百
の
講
義
よ
り
、
学
生
の
聞
に
真
の
法
学
的
感
覚
を
よ
び
さ
ま
す
で
あ
ろ
う
。
」
の
g
m
が
同
，
E
Z
E
の
ど

こ
か
ら
引
用
し
た
の
か
不
明
。

(
6
)

の
凶
器
-
m
y
ω
C・
M
M
l
u内M
M
H・
引
用
文
は
凶
}
内
〉
戸

(
7
)

の
MEm・
o-myotMMM門口
Hlv円以
M
Hぐ・

(
8
)

こ
の
構
想
に
対
し
て
は
、
筆
者
も
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
拙
稿
「
遺
留
分
制
度
の
比
較
法
的
研
究
」
法
協
六
八
巻
五
号
、
六
九
巻
二
号
お
よ
び
一
一
一

号
参
照
。

(
9
)
E
3
2
8
P
〉
E
F
D〔目的弓円
r
y
出
mSL君。
2
2
r
E円
F
L
2
閉
山

2
r同盟、回目。口印円
E
r
-
ケ
一

UMm-
∞
-KAM吋
-
J
-一日
ιEmω
印昨日
r
g『

2
Z
E
B
ω
3
.

(
問
〉
一
二
巻
と
四
巻
の
序
文
参
照
o
g
E
E口町
l
F
S門事ぬ円四・白・
ω・0
・
ω
・
8
ミ・ロ・

ω町田・

(
け
)
戸
田
口
仏
凹
ゲ
ゆ
『
問
は
、
の
ω
ロ
凹
は
、
そ
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
を
法
律
学
の
新
し
い
分
野
、
す
な
わ
ち
科
学
的
比
較
法
に
つ
い
て
の
模
範
的
な
モ
エ
ユ
メ
ン
ト

に
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
一
評
価
し
て
い
る
。

2
5
R
E
m
-
F
E
ι
任
命
同
開
・
?
?
。
・

ω目

ω四
日
・
出
口
問
も
、
「
そ
れ
は
い
ぜ
ん
と
し
て
比
較
普
遍
法

史
へ
の
著
し
い
寄
与
の
一
つ
で
あ
る
」
と
-
評
価
し
て
い
る
。
出
口
問
旬
。
司
・

2
・司・一

og-
筆
者
自
身
は
本
書
に
対
し
専
門
的
評
価
を
な
し
う
る
能
力
を

有
し
な
い
が
、
全
体
を
一
瞥
し
た
か
ぎ
り
で
は
以
上
の
評
価
に
賛
意
を
表
し
た
い
。

ドイツにおける比較法の発展
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説

(
ロ
)
も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
、

3
5
H一
宮
与
は
当
時
す
で
に
の
g
m
に
期
待
を
か
け
て
い
た
し
(
司
2
2
g
n
y
E
2
5
伊
F
F
r
s
-
ω

一
自
己
・
フ

ラ
ン
ス
の

F
2
5
2
2・
Hロ可
a
c
n
t
g
窓
口
弘
S
F
V
て

E
m
豆
諸

ιロ
L
3
7
一∞
MU
・
は
の
g
m
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
出
口
m・
0
℃・

2

司・

-
o
m
D
I
l
-
-

(門日
ω)

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
後
継
者
と
し
て
、

C
ロ品悶
2F.
匂巴戸百伶何巴}再

5

戸F}r戸5
H耳伶2円耳巳同子「戸冒塁切巳丹
D2吋口凶
E円「巾
gロ}何山口己件
Z君三
FE円込尖FrE円己-z己5口
阿
.
⑦
2戸民5同ロ】切
F命戸

。巾
2印円円
E
円与r宮同
z伶戸.一芯∞印包O
.

本
書
も
、
へ

l
ゲ
ル
哲
学
の
具
体
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

C
口
問
。
円
は
そ
の
後

rsm口
可
の
影
響
を
う
け
、
普

遍
法
史
の
追
求
を
や
め
た
。

g
F口
百
口
問
lHL口
ι
m
g
a
-
-
M
-
ω
-
u
一∞・

(
川
け
)
出
口
m
w
C
H
》・
2
?
司・

5
8
し
か
し
、
同

ozq
は
、
の
g
m
の
影
響
、
が
実
り
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
見
解
に
反
対
で
あ
る
。
穴
D
E
R
-

mRzez-08司
在
。
ロ
ロ
ι
Cロミ
2
E一日円
Z
E
m
g
n
y
R
Z
P
E
E
D
-
p
g仏己円以!穴
o
E句
岨
何
口
N
〕
『

ECZλ
同
日
仏
2
H
N
2
7仲間耳目朗自
ω
円
E

F
吋
〉
ロ
コ
・
↓

U↓印・

切
門
田
ケ

ω
-
E
〉
ロ
ヨ
ア

論

四

ツ
ァ
ハ
リ
エ

(
N
同
門
}
戸
知
巳
白
巾
)
と
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア

i

(
冨
片
足
氏
自
己

2〉

一
九
世
紀
前
半
西
南

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ガ
ン
ス
が
哲
学
的
基
礎
に
立
っ
て
、
理
論
的
関
心
か
ら
比
較
法
を
追
求
し
た
の
に
対
し
、

主
と
し
て
実
際
的
関
心
か
ら
近
代
外
国
法
の
研
究
に
従
事
し
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
ツ

ド
イ
ツ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
を
中
心
と
し
て
、

ァ
ハ
リ
エ
と
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア

l
、

と
く
に
後
者
を
指
導
者
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
地
方
に
は
、

一
七
世
紀
初
頭
よ
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
が
施
行
さ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
法
を
現
行
法
と
し
て
研
究
す
る

/ー、、。
'" H 

υコ
曲。
B 
O 

トJ
aコ
ロ
!?"'し
ロ. tこ
ETが
'-J~ 

っ

て

機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
最
大
の
成
果
が
ツ
ァ
ハ
リ
エ

の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
体
系
書
回
目
仏
宮
島
母
由

同門戸ロ
N
C
包
町
内
ゲ
巾
ロ
匂
ユ
話
可
巾
円

r
F
H
〉
己
巴
・

5
0∞
で
あ
る
。

こ
の
体
系
書
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
て
、

H
N
m
w
p
 

(
U
O
E
H印

〉
己
目
)
円
可
巾
件

骨

骨

O
F
件
同
門
担
ロ
的
丘
団
仏
、
昌
弘
田
円
。
戸
〈
H
白
m
m
白
ロ
巾
口
回
日
ロ
仏
骨
(
リ
・

ω
-
N
E
Y
R
E
P
Eお
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
の

今
日
に
至
る
ま
で
、

代
表
的
な
体
系
窪
田
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
本
警
は
、
当
時
ド
イ
ツ
西
部
に
適
用
さ
れ
て
い
た
現
行
法
の
体
系

書
で
あ
り
、
比
較
法
の
業
績
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
ツ
ァ
ハ
リ
エ
は
本
来
ド
イ
ツ
で
法
学
教
育
を
受
け
た
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
当

:lt法20(4・14)317



， 

，J 

時
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
を
中
心
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
が
す
す
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
考
え
ら
れ
な
い
成
果
で
あ
る
、

き
る
。

と
い
う
こ
と
が
で

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
関
心
は
、

ド
イ
ツ
領
土
内
に
適
用
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ひ
ろ
く
当
時
の
文
明
諸
国
の
法
に

お
よ
ん
だ
。

ツ
ァ
ハ
リ
エ
自
身
、

ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
!
と
と
も
に
創
刊
し
た
関
口
t
R
r巾
N
a
g
n
r
E丘
町
骨
岡
山
宮
古
田
割
反
お
ロ
印
与
え
同
ロ
ロ
仏

。22
N
m
s
cロ
関
与
巾
凹
〉

5
-
E仏
巾
田
の
巻
頭
に
、
「
こ
の
雑
誌
の
目
的
に
つ
い
て
」
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
本
来
結

合
体
(
〈

2
2ロ
)
で
あ
り
、
現
在
ま
た
そ
の
方
向
に
向
い
て
い
る
。
そ
の
基
礎
に
は
自
然
科
学
と
国
家
学
が
あ
る
。
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

そ
の
改
善
策
、
学
問
的
業
績
、

の
国
家
学
、
す
な
わ
ち
法
律
学
に
は
共
通
の
問
題
が
多
い
。
そ
こ
で
、
各
国
の
実
定
法
、

法
学
教
育
に
つ

い
て
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
こ
の
結
合
体
の
完
成
に
役
立
つ
。
以
上
の
よ
う
な
一
般
論
の
あ
と
、

ツ
ァ
ハ
リ
エ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国

法
(
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

フ
ラ
ン
ス
、

オ
ラ
ン
ダ
、

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
、

ド
イ
ツ
、

ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
、

イ
ギ
リ
ス
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
)

の
特
色
に
つ
い
て
概
観
し
、

他
の
国
で
も
多
か

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
か
の
国
で
立
法
や
法
学
に
つ
い
て
生
じ
た
こ
と
は
、

)
 

-(
 

でれ
い少
る(な
03か

れ
興
味
ヵ:
あ
る
qコ
で

ド
イ
ツ
の
公
衆
を
外
国
の
法
と
法
学
上
の
業
績
に
近
づ
け
る
の
が
こ
の
雑
誌
の
目
的
で
あ
る
と
、
結
ん

ドイツにおける比較法の発展

ツ
ァ
ハ
リ
エ
は
こ
の
雑
誌
の
一
四
巻
(
一
八
四
一
年
)
ま
で
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
、
多
く
の
論
稿
、

と
く
に
英
米
法
の
紹
介
論
稿
を

こ
の
雑
誌
の
中
心
者
は
終
始
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
で
あ
っ
た
。
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー

ロ
笥

l
H
g
d
は、

発
表
し
た
が
、

(
開
内
田
己
]
。
∞
巾
℃
}
戸
〉
ロ
件
。
ロ
呂
町
芯
7

ロ
ベ
戸
由
民
凶
]
「

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
弟
子
で
あ
り
、

当
時
に
お
け
る
代
表
的
刑
事
法
学

ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
同
様
、

者
と
し
て
ド
イ
ツ
内
外
に
著
名
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
早
く
よ
り
近
代
比
較
法
に
精
通
し
、

そ
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
的
知
識
は
驚

嘆
の
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
前
記
の
よ
う
な
目
的
で

一
八
二
九
年
に
同
旨
仲
間
口
Z
N
2同R
F
E
H
を
創
刊
し
、
以
後
、
二
八
年
間
に
わ
た

り
、
こ
の
雑
誌
を
主
宰
し
た
の
み
な
ら
ず
、

み
ず
か
ら
毎
日
ち
筆
を
と
り
、
諸
外
国
法
、

と
く
に
英
米
法
の
紹
介
に
従
事
し
た
。
こ
の
雑
誌

北法20(4・15)318



説

は
、
執
筆
者
が
ド
イ
ツ
全
体
に
わ
た
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

ひ
ろ
く
諸
外
国
の
学
者
も
寄
稿
し
、

論

当
時
の
注
目
す
べ
き
立
法
や
法
学
上
の
文

(
5〉

献
は
す
べ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
、
対
象
国
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
好
ん
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
内
容
は
、

外
国
文
献
の
紹
介
の
形
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
独
自
の
比
較
方
法
を
用
い
た
も
の
は
乏
し
く
、
し
た
が
っ
て
理
論
的
に
す
ぐ
れ
た
業
績
は

ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
が
、
所
期
の
意
図
は
十
分
達
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
雑
誌
は
、
今
日
か
ら
み
て
も
、
あ
る
べ
き
比
較
法

雑
誌
と
し
て
の
要
件
の
多
く
を
み
た
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
比
較
法
の
発
展
史
上
の
重
要
な
遺
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
雑
誌
が
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
界
の
主
流
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
は
別
の
問
題
で
あ
り
、

執
筆
者
に
一
流
の
私
法

学
者
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
ず
、
そ
の
影
響
力
は
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
を
中
心
と
す
る
小
グ
ル
ー
プ
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば

(
8〉

な
ら
な
い
。
雑
誌
自
体
、
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
!
の
晩
年
に
廃
刊
に
な
り
、
そ
れ
以
後
、

ド
イ
ツ
で
は
同
種
の
雑
誌
が
一
九
世
紀
末
ま
で
現

わ
れ
な
い
の
は

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
l
)
N
E
Y
Z
Z
に
つ
い
て
は
、

E
S
R
E
m
-
F
g
e
g円
伊
戸

N司

Z
D
Zロ
ω・印
N
1
8
参
照
。
ピ
ロ
含
rmH聞
の
評
価
は
必
ず
し
も
好
意
的
で
は
な
い
。

(
2
)
N
R
E
E
σ

の
広
告
L
r
R
r
の
成
功
の
理
由
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
あ
る
。
ピ
ロ
仕
Z
吋
聞
は
、
こ
れ
を
1
、同，
E
Z
E
と
そ
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
・

シ
ス
テ
ム
の
影
響
、

2
、
こ
の
時
期
に

N
R
7
3
2
の
特
色
が
最
高
度
に
発
揮
さ
れ
た
、
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
o
g
5
5ロ
m
l
E
E
m
g
H
m
-
国
-

N-ω.
一{〕吋・

(
3〉
穴

2
2
Z
N
Z
R
E
F
-
(
-
S
3
・
ω--llN吋
(
原
文
の
最
終
ペ
ー
ジ
数
は
四
三
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
。
そ
の
他
こ
の
雑
誌

の
ペ
ー
ジ
数
に
は
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
が
多
い
)
。

(
4
)
ζ
5
2
5日
負
に
つ
い
て
は
、
の
D
E
R
F百
年

f
N
C
E
〉

E
g
r
g
g
y向王
R
2
3
F
〈

2
5
2
r
z
ω
口
7
2
p
g
w
出

ι・
7
3
2
・
ω・
8
一lima-

伊
豆
N
3
m
l
C
E回『再開・

-
M
w
ω
・品一

ω
iム
ミ
が
詳
し
い
。
彼
の
比
較
法
へ
の
関
心
は
、
幼
少
時
代
に
父
の
義
兄
に
船
員
が
い
た
こ
と
、
父
の
死
亡
後
、
語

学
に
堪
能
な
聖
職
者
に
あ
ず
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
高
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
法
律
よ
り
は
自
然
科
学
と
く
に
医
学
に
輿
味
を
も
っ
て
い
た
。
戸
田
口
俊
r
E

で
法
学
を
学
ん
だ
の
ち
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
実
務
に
従
事
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
彼
の
堪
能
な
語
学
力
が
司
2
R
g
n
y
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
秘
書
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
学
者
の
コ

l
ス
を
歩
み
、
各
地
の
大
学
を
経
て
一
八
一
一
一
年
よ
り
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
の
教
授
と
な
り
、
以
後
、
死
ぬ
ま
で
そ
こ
で
活
躍
す
る
。
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(1) 

刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
関
係
の
業
績
が
多
い
。
英
米
法
上
の
制
度
の
導
入
を
は
か
り
、
実
務
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
と
く
に
、
訴
訟
の
公
開
主
義
、

口
頭
弁
論
主
義
、
自
由
刑
の
人
道
化
、
死
刑
の
制
限
、
賠
審
制
の
採
用
に
つ
い
て
。
そ
の
他
で
は
、
ド
イ
ツ
私
法
に
つ
い
て
の
業
績
が
評
価
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
、
た
び
た
び
外
国
旅
行
を
試
み
、
多
く
の
知
己
を
有
し
、
国
際
的
著
名
度
は

ωミ
戸
間
口
可
を
上
廻
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
。
。
}LmnzuE同
に
よ
れ

ば
、
「
彼
は
、
時
間
的
空
間
的
に
限
ら
れ
た
特
殊
領
域
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
業
績
の
結
果
を
批
判
的
に
総
括
し
、
文
明
諸
国
の
法
協
同
体
の
建
設
と
拡
大

の
た
め
に
確
実
な
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
、
比
較
法
学
の
建
設
者
に
し
て
、
か
つ
影
響
力
の
も
っ
と
も
大
き
い
代
表
者
で
あ
る

0

・
:

そ
れ
に
よ
り
、
彼
は
ド
イ
ツ
法
学
と
外
国
法
学
の
主
要
な
媒
介
者
と
な
っ
た
。
」
と
称
さ
れ
る
0
0
0
5
R
Z旦内
y
p
p
c・
ω
可
-
l
l
N
・
生
前
の
過
大
評

価
に
対
し
、
彼
の
死
後
は
、
そ
の
学
問
的
業
績
に
対
す
る
評
価
が
低
下
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
、

C
E
m
r
q
m
の
評
価
で
あ
る
。

ω
g
g口問
4
V
S
L
m
g円
m-
戸
ド

ω・
会
ω
l吋
・
要
す
る
に
、
た
ん
に
外
国
法
の
紹
介
に
従
事
し
た
だ
け
で
、
独
自
の
も
の
が
な
い
、
と
い
う
の
が
、
マ
イ

ナ
ス
の
評
価
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
比
較
法
学
者
に
対
す
る
一
般
的
評
価
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
昌
広

R
S
E
q
の
比
較
法
の
代
表
的
著
作
で

あ
る
り

B
g四
-
R
Z
-
R
F
D
E
R
Z
E円山口
O
H
含

g
g
E
g
m
n
F
o
g
g守
R
P
Z
g
-
一
∞
己
に
対
す
る
下
自
伝

F
a
の
批
評
が
そ
の
例
。
日

5
5口問
t

E
E診。『
mw
戸

N-ω
・ム
N
ω
l
A・
た
だ
し
、

ζH55mF2
自
身
、
本
書
の
結
論
に
お
い
て
、
「
イ
ギ
リ
λ

・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
北
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
訴

訟
の
研
究
は
同
時
に
つ
ぜ
の
こ
と
を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
一
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
、
か
っ
一
定
の
状
態
と
関
連
し
て
の
み
、

か
の
国
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
制
度
が
、
他
の
園
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
今
日
か
ら

見
て
も
、
き
わ
め
て
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
云
戸

5
5
2
2
が
自
己
の
研
究
の
中
で
こ
の
方
法
を
ど
れ
だ
け
貫
徹
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
筆
者
に
は
批
判
す
る
能
力
が
な
い
。
比
較
法
の
歴
史
に
お
け
る
宮

E
m
5
2
2
の
地
位
を
再
評
価
し
た
功
績
は
、
主
と
し
て
出
品
に
帰

せ
し
め
ら
れ
る
。
田
口
m
・
0
司・

2
・同
y

一O
可
1
5
8・

(
5〉
本
誌
に
は
、
英
米
法
関
係
の
論
稿
が
多
い
の
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
業
績
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

一ω由
参
照
。

ドイツにおける比較法の発展

日山由民間・

0
℃
・
。
同
門
・
司
・
一
一
〕
印
∞
ロ
c
f凶

(
6
)

筆
者
に
と
り
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
た
の
は
、
巧
回

B
E
E聞
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
法
哲
学
の
紹
介
(
一
巻
以
降
〉
、
回

E
%
に
よ
る
ロ
シ
ア
法
研

究
史
の
概
観
(
二
巻
)
、

N釦
円

Z
E
m
に
よ
る
非
嫡
出
子
法
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
法
の
比
較
(
一

O
巻)、

N
5
8
n
g
に
よ
る
ス
エ

l
デ

ン
法
の
現
況
(
一
二
巻
)
、

H
U
E邑
に
よ
る
ゲ
ル
マ
ン
法
起
源
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
上
の
制
度
に
関
す
る
一
連
の
研
究
(
一
七
巻
以
降
〉
、
お
よ
び
次
注

の
巧
員
長
引
E
聞
の
論
稿
な
ど
で
あ
る
。

一
九
巻
よ
り
本
誌
の
編
集
者
の
一
人
と
な
っ
た
巧
貸
与
2
2聞
は
、
そ
の
最
終
号
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
本
誌
を
評
価
し
て
い
る
。
「
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
よ

(
7
)
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説

う
に
い
っ
て
も
不
遜
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
雑
誌
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
多
く
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
論
稿
に
よ

っ
て
、
ほ
と
ん
ど
三

O
年
に
わ
た
る
た
え
ま
な
い
進
展
に
お
け
る
外
国
の
立
法
と
法
学
の
状
態
の
か
な
り
完
全
な
パ
ノ
ラ
マ
が
構
成
さ
れ
る
、
と
。
こ
の

雑
誌
は
時
代
の
か
が
み
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
後
継
者
は
(
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
が
)
し
ば
し
ば
満
足
と
利
益
を
も
っ
て
そ
れ
を
眺

め
る
で
あ
ろ
う
。
」
巧
ω
E
W
E
-
F
E
M
R
S品
-
2
5
8今

ω同

2
2
1
5
ι
F
n
Z諸
白
与

w
z
p
貝

2
5
Z
W
I
R
E
r
-
M∞
〈
一
缶
四
)
二
凶
・

ω
∞
-
・
な
お

巧

R
ロ
r
a
E
m
(
一出品
1l一
∞
町
田
〉
に
つ
い
て
は
、

ω
5
5ロ
m
l
Cロ砕
σ
m
a
-
-
M・
2
2
3
ω
・一日
ω
i
A
の
ほ
か

5
5・
F
g宮
互
〉
z
m
E
d〈
向
島
出
口
凶
間
二
宝
1

5
8
・
参
照
。
筆
者
自
身
は
こ
の
評
価
に
賛
成
で
あ
る
が
、
出
口
聞
に
よ
り
発
掘
さ
れ
る
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

出
品
に
よ
れ
ば
、

H
U
E
も
、
そ
の
〉
ロ
『
阿
国
Z
E
ι
Z
0
2
0ロ
島
県
皇
内
凶
作
吋

m
o
n
Z
2
2問
-EnFEm-
一
回
以
の
中
で
、

E
5
5
2同
と
そ
の
雑
誌
に

つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
と
嘆
じ
て
い
る
が
‘
同
州
ω『
ぬ
}
の
設
立
し
た
同
包
括
円
lJ司
戸
=
正
目
(
現
宮
出
l
E
g
n
w
)
l
H
E
Z
E
は
、
一
九
二
九
年
よ
り
三
二

年
に
か
け
て
こ
の
雑
誌
の
大
半
を
入
手
し
て
お
り
、
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
(
国
語
の
論
文
の
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
一
一
年
で
あ
る
〉
。

(
8
)
廃
刊
の
理
由
は
直
接
に
は
分
ら
な
い
。
民
話
は
、
本
文
記
載
の
状
況
の
ほ
か
、
一
八
五

0
年
代
の
法
実
証
主
義
の
全
盛
に
抗
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
い
る
o
z
g
m・
0
司

2
・
司
・
呂
田
0

・

論

五

ツ
ァ
ハ
リ
エ
と
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア
ー
を
中
心
と
す
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
学
派
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
の
改
善
と
い
う
実
際
上
の
目

的
の
た
め
に
比
較
法
を
追
及
し
、
当
時
の
学
界
で
は
支
配
的
な
傾
向
と
な
り
え
な
か
っ
た
が
、

同
様
の
傾
向
は
他
の
諸
国
に
も
み
ら
れ

る。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
で
も
二
般
的
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
施
行
に
よ
り
比
較
法
へ
の
関
心
は
乏
し
か
っ
た
が
、
ガ
ン
ス
の
影
響
を

受
け
た
も
の
と
し
て
、

γ
氏
自
白
ぽ
♂

H
E
H
O仏ロ
2
5ロ
札
口
h
g
r
h
w
円

E
2
2
5
E
門町

o
F
(
一
八
二
九
)
が
あ
る
ほ
か
、
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ア

ー
の
影
響
の
下
に
、
一
八
三
四
年
に
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
(
問
。
色
ろ
に
-
酌
り
岡
山
間

4
5
公
E
ロ
m
b
B
骨
戸
市
低
回
目

2
F
Oロ
が
発
刊
さ
れ
、
フ
ラ

γ
ス

と
外
国
の
法
学
者
の
交
流
が
は
か
ら
れ
た
。

こ
の
雑
誌
は
、

ド
イ
ツ
の
間
同
町

FRr巾

Nas岳
民
営
に
較
べ
る
と
見
劣
り
が
す
る
と
さ
れ

る
ほ
か
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
の
無
関
心
の
た
め
二
八
五

O
年
に
廃
刊
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
比

と
評
さ
れ
る
。

較
法
研
究
の
基
礎
を
き
づ
い
た
、
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‘， 

i 

!守

イ
ギ
リ
ス
の
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
、

ベ
ン
タ
ム
や
オ
ー
ス
チ
ン
を
除
け
ば
、
法
律
家
の
聞
に
は
、

一
般
に
大
陸
法
に
対
す
る
無

関
心
が
支
配
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
理
由
で
比
較
法
に
対
す
る
関
心
が
惹
起
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
一
は
、
司
巴

4
。
。
ロ
日
出
が

植
民
地
の
事
件
の
最
高
裁
判
所
で
あ
る
た
め
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
以
外
の
外
国
法
を
知
る
こ
と
が
実
際
上
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
回
目
m
p

。
O
B
B巾
旦
由
民
巾
問
。
ロ
ゎ
。
-
。
巳
と
自
己
明
。
同
巳
関
口
戸
問
看
♂
品

4
0
r
・戸∞
ω∞

ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
の
海
外
貿
易
の
発
達
に

が
出
版
さ
れ
た
。

伴
い
、
外
国
の
商
法
を
知
る
必
要
を
増
加
さ
せ
た
が
、
そ
の
代
表
的
な
業
績
が
戸
市
子
。
。
g
B巾
E
曲
二
t
曲
者

O
同
岳
町
当

2
E
-
N
S
F
-

Z
E
で
あ
る
。
本
書
は
五
九
カ
国
の
商
法
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
商
法
の
国
際
的
統
一
を
志
向
し
て
い
る
点
で
も
重
要
で

あ
る
。一

九
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
バ
ウ
ン
ド
の
い
う
「
ア
メ
リ
カ
・
コ
モ
ン
ロ
ー
の
形
成
司
2
B
2
5ロ
え
〉
自
巾
ユ

g
口
。
。
日
目
。
ロ

F
Eと
に
さ
い
し
、
比
較
法
が
活
用
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
と
く
に
ケ
ン
ト
〈
烈
巾
己
〉
と
ス
ト
ー
リ
イ

)
 

ーム(
 

以
上
、

(ω
件
。
弓
〉
が
そ
の
代
表
者
で
あ

比
較
法
に
対
す
る
関
心
が
消
滅
し
た
。

一
九
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
の
主
要
国
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
に
つ
い
て
総
括
す
れ
ば
、

っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、

一
九
世
紀
後
半
、

と
く
に
南
北
戦
争
以
後
、

」
の
時
代
に
は
、

ドイツにおける比較法の発展

比
較
法
研
究
は
か
な
り
促
進
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
o

し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
を
除
け
ば
、

一
般
に
実
際
的
目
的
の
た
め
に
そ
れ
は
営

ま
れ
、

そ
の
た
め
学
問
的
価
値
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、

こ
の
時
代
の
一
般
的
傾
向
は
比
較
法
に
対

し
好
意
的
で
は
な
く
、

比
較
法
研
究
は
学
界
の
主
流
と
な
る
こ
と
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、

一
部
の
先
覚
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
け
れ
ど
も
、

相
対
的
に
い
え
ば
、
ミ
ッ
テ
ル

マ
イ
ア
ー
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
各
国
と
も
、
比
較
法
が
法
学
研
究
に
お
い
て
確
実
な
地
位
を
獲
得
す
る
の
は
、

一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
の
前
に
、

一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
比
較
法
的
関
心
が
完
全
に
と
だ
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
八
五

O
年
に
フ
ラ

γ
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説

ス
の
河
内

4
5
公
g
口
問
中
持
母
-
品
位
己
白
色
。
ロ
、
が
姿
を
消
し
、
一
八
五
六
年
に
は
、
ド
イ
ツ
の
同
E
Z
n
Z
N
m紅白
nrH仲
間
同
も
麗
刊
に
な
っ
た
。

当
時
の
法
実
証
主
義
に
抗
し
き
れ
な
か
っ
た
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、

マ
法
の
精
神
」
第
一
巻
に
お
い
て
、
イ
ェ

i
リ
ン
グ
が
「
学
聞
は
一
国
の
法
学

《

6
)

と
っ
て
屈
辱
的
な
不
面
目
な
形
に
よ
と
い
っ
た
と
き
、

一
八
五
二
年
に
出
版
さ
れ
た
「
ロ

l

論

(
C
E
2
5名
E
P
E
)
に
な
り
さ
が
っ
た
。
学
聞
に

そ
れ
は
当
時
の
法
学
の
状
況
を
適
確
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(
1
)

国
品
・

8
・
2
・
H
Y

一
omo--8・
な
お
、
西
・
前
掲
六
二
頁
。

(

2

)

国民間・

8
・
2
・閉

y
g
g
i
g
-
な
お
、
両
書
と
も
、
当
時
と
し
て
は
驚
異
的
な
労
作
で
あ
る
。

(
3
)
3
5
ι
h
g宮
E
F
S
E
d〈

5
5
♂
5
2
8
0同
〉
ZHFnmロ(リ
DEEDロ
H
L
F
P
E
E
r邑
3
号
d
ロ
3
5
-
E
T
5
3仏
2
5

。OB官
E
C
S伶
・
ケ
℃
一
∞
ω
・

(
4
)
出口問・
0
℃・

2
?
司
一
O
町
田

iim∞・

(
5
)

』}百円戸口問
W
C
2
2
仏

g
H即日
-ωnZ口同州
2
r
z
E『
仏

g

S『

R
7
5内庁ロ
g
ω
Z
F口
部
5
再
開
口
件
当
FnrEロ
問
、
ケ

ω・
5
・

(

6

)

以
上
は
剛
山
広
間
・
0
司・

2
・匂・

-ogll吋
0

・H

内邑
g
-
P
O
・C
・
ω・
M
m

に
よ
る
。
も
っ
と
も
、
比
較
法
へ
の
関
心
の
と
だ
え
方
に
は
、
固
に
よ
り
若
干
の

相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
れ
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
も
と
も
と
大

し
た
こ
と
が
な
い
せ
い
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

一
九
世
紀
後
半

一
般
に
近
代
的
比
較
法
は
一
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
エ
ポ
ッ
ク
・
メ

l
キ
ィ
ン
グ
な
年
と
し
て
、

イ
ギ
リ

フ
ラ

γ
ス
で
は
、
比
較
立
法
協
会

3
2
5
b
母
忠
松
田
|

ス
で
は
メ
イ
ン
の
「
古
代
法
〉

RP巾
己
戸
田
君
」
の
出
版
さ
れ
た
一
八
六
一
年
、

の
設
立
さ
れ
た
一
八
六
九
年
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
八
六
一
年
に
、

ド
イ
ツ
で
は
バ
ッ
ハ
オ

l

フ
ェ
ン

}
同
位
。
口
。
。
B
℃阻円払巾)
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(回
R
r
o
Fロ
〉
の
「
母
権
論
門
凶
器
冨
三
円
四
円
同
R
Z」
が
出
版
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

父
権
社
会
に
先
行
す
る
母
権
社
会
を
発
見
し
た

こ
の
書
物
は
、
民
族
学
史
上
の
古
典
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

コ
l
ラ
1
(択。
rFHU
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
作
品
と
と
も
に
比
較
法
学
は
そ

の
誕
生
の
時
を
祝
っ
た
」
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
バ
ッ
ハ
オ
l
フ
ェ
ン
に
つ
づ
い
て
、

ポ
ス
ト
(
旬
。
印
。
、

ベ
ル
ン
へ
フ

ド
イ
ツ
で
は
、

ト
(
回
巾

B
E同
同
)
お
よ
び
コ

l
ラ
ー
が
民
族
学
的
方
法
を
と
り
入
れ
た
法
学
の
研
究
を
促
進
し
、
こ
こ
に
民
族
学
的
法
学

(
2
rロ
。
-
。
抱
月
宮

同
E
名目向山
g
N
)
ま
た
は
普
遍
法
史

(
d
E
5
5払
R
n
y
g
m巾印ロ
E
n
Zろ
と
称
さ
れ
る
法
学
の
形
成
を
見
た
。
こ
の
新
し
い
法
学
の
分
野
は
、

当
時
か
ら
比
較
法
学

(
S
H
m
r
r
rロ
舟
同
N
R
r
z
i
a
g田
与
え
C
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
ド
イ
ツ
の
比

較
法
学
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
比
較
法
学
は
今
日
の
そ
れ
と
は
対
象
や
方
法
の
点
に
か
な
り
異
な
る
も

の
が
あ
り
、

は
た
し
て
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ

ベ
ル

γ
へ
プ
ト
、
コ
l
-
ブ
ー
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
法
の
発
展
史
上
に
お
け
る
役
割
を

〈

4
)

中
心
と
し
て
個
別
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
民
族
学
的
法
学
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
深
入
り
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

で
は
、

そ
の
代
表
的
学
者
で
あ
る
ポ
ス
ト
、

)
 

噌
目
ム(
 

。
ロ
片
付
内
包
仏

m
p
n
o
S阿国
E
C〈
OFω
当・

-
U品
目

-
P
-
N

(
2
)
Z
R町
広
告
]
・
】

-
F
n
F
O
E
-
p
q
m
-
列
巧
∞

(
-
8
5
・
手
∞
-

(
3
)

本
稿
で
は
、

F
n
v
o
rロ(一∞-印
l
l
-
8
0
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
そ
の
比
較
法
学
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
前
掲

(Z・
巴
問
。
Z
R
の
追
悼
文

参
照
。
な
お
、
〉
含
ヨ
は
罫
己
、
p
g
ι
o
H
2
2
2
(前
掲

E
5
H
の
子
)
の
口
氏

Fromロ
民
仏
R
m
o
n宮
田
三
協
同
ロ
臼
h
y
阻
止
二
室
町
を
民
族
学
的
法

学
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
の
叙
述
に
先
立
っ
て
、
そ
の
土
地
と
民
族
、
伝
説
と
隆
史
、
社
会
状
態
と
精
神
的
文
化
、
と
く

に
宗
教
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
ほ
か
、
自
然
民
族
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
〉
含
β
]
0
8同
開
C
E
R
E
L
&
o
d
H悶
E
n
r
g母

F
n
F
2
3
2
R
E
P
-
N
S位
同
君

ω
ス
-
S
5・
Nω
・

(
4
〉
民
族
学
的
法
学
に
つ
い
て
は
、
青
山
道
夫
・
民
族
法
学
序
説
、
参
照
。
そ
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
千
葉
正
士
「
現
代
『
法
人
類
学
』
の
発
展
」
法
時

三
九
巻
九
月
号
以
下
参
照
。

(
1〉

ドイツにおける比較法の発展
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説

ポ
ス
ト

(kp-Z江
田
町
同
自
由
ロ
ロ

H
M
C
F
E
S
1
5
5
)

論

ポ
ス
ト
は
、
民
族
学
的
法
研
究
に
お
け
る
、
パ
ッ
ハ
オ
i
フ
ェ
ン
に
つ
ぐ
第
二
の
偉
大
な
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
ま
た
民
族
学
的
法
学

と
い
う
名
称
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、

(巾同町ロ。
-om四日田口『巾』口一江曲目)吋戸内同巾ロ
N
)

比
較
法
の
発
達
史
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ

う
な
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ポ
ス
ト
の
著
作
は
き
わ
め
て
多
く
、
し
か
も
そ
の
聞
に
変
遷
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
ポ
ス
ト
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、

の
あ
と
を
見
ょ
う
。
彼
は
当
初
よ
り
当
時
の
法
哲
学
に
対
し
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
初
期
の
著
作
に
お
い
て
は
、
な
お
カ
ン
ト
と
シ
ョ
ー

そ
の
変
遷

ベ
ン
ハ
ウ
ア

l
の
哲
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
や
が
て
、

ダ

I
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
と
結
び
つ
い
た
自
然
科
学
の
躍
進
が
彼
の
心
を
と
ら
え

た
。
彼
は
、
こ
の
自
然
科
学
的
方
法
を
法
学
に
と
り
入
れ
、

円

4
)

閉
山

R
r
g
を
公
表
し
た
。
し
か
し
、
ま
十
も
な
く
彼
に
は
こ
の
視
点
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
な
っ
た
。

一
八
七
二
年
に
小
冊
子
、

自
己

2
5
m
E
2
5
Z
2
5
3
5
5
n
y白
骨
骨
印

つ
い
に
、
彼
は
、
「
将
来
の
法
学
に

と
っ
て
の
唯
一
の
確
実
な
基
礎
は
、
経
験
的
事
実
に
の
み
依
拠
し
た
一
般
社
会
学
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
確
信
し
、

上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
お
け
る
法
生
活
の
事
実
を
蒐
集
し
、
そ
の
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
よ
そ
の
成
果
は
、

民
族
学
に
よ
っ
て
地

。WC
g
n
r
l

戸市

υrgm25印凶巾ロ田口}凶阻止己
m
H
C
R
a同
区
同
三
岳
町
何
ロ
丹
田

Hmyロ
ロ
関
門
同
日
開

r
P
5
4一
凶
・
に
は
じ
ま
り
、

』ロ江田℃

E
仏
g
p
N
E
P
E
E・
g・
に
い
た
る
ま
で
の
多
く
の
業
績
と
な
っ
て
発
表
さ
れ
七
せ

。Eロ
内
在
凹
凹
仏
巾
岡
市
昨
日
同
ロ
c-。
m困

問

n
F
巾ロ

き
て
、
彼
の
民
族
学
的
法
学
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法
論
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

-V-
、
彼
の
著
書
中
も
っ
と
も
方
法
論
的
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
切

E
己
巳

5

E同
2
5
白
口
鳴

B
a
s
列

2
r
Z
3
a
g白
与
え
同

2
片
足
H
m
E岳
町
ロ
千
え
ゲ
ロ

o-omFRZH
切即日

F
H
g
o
に
よ
っ
て
な
が
め
る
こ
と
に
す
る
(
吋
〉
彼
は
ま
ず
、

人
類
の
民
族
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
蒐
集
し
、

前
述
の
よ
う
に
、
民
族
学
を
、

そ
の
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
経
験
科
学
と
し
て
捉
え
る
。

よ
り
分
け
、

従
来
、
法
史
学
は
経
験
科
学
を
志
向
し
て
い
た
が
、
法
哲
学
は
思
弁
的
で
あ
っ
た
。
法
学
が
民
族
学
の
一
領
域
と
な
れ
ば
、
従
来
の
よ
う
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一甲

旨

な
法
史
学
と
法
哲
学
の
対
立
は
消
滅
し
、

一
般
法
学
と
し
て
統
一
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
将
来
の
法
学
に
と
っ
て
は
、

全
人
類
の
あ
ら
ゆ

る
法
生
活
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
困
難
さ
を
救
う
た
め
に
は
、

学
的
方
法
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
困
難
な
の
は
、
将
来
の
法
学
の
哲
学
的
部
円
で
あ
る
が
、

比
較
民
族

そ
れ
は
宇
宙
に
関
す
る

一
般
経
験
科
学
と
し
て
の
普
遍
哲
学
に
基
礎
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
一
般
法
学
は
ど
の
よ
う
な
研
究
方
法
に
よ
る
の
か
ο

そ
れ
は
自
然
科
学
に
一
般
に
適
用
さ
れ
る
経
験
科
学
的
研
究
方
法

に
よ
る
ほ
か
、
従
来
の
歴
史
的
研
究
方
法
も
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
経
験
科
学
的
研
究
方
法
と
は
、

民
族
生
活
の
事
実
を
確
定
し
、

一
連
の
原
因
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
民
族
生
活
の
事
実
の
確
定
の
出
発
点
と
し
て
、
自
己
の
観
察
に
は
限
り
が
あ
る
の
で
、
第
三
者

の
観
察
報
告
、

と
く
に
文
字
を
解
さ
な
い
民
族
に
つ
い
て
は
旅
行
記
が
資
料
と
な
る
。
資
料
の
蒐
集
に
つ
づ
い
て
、

そ
の
中
か
ら
個
々
の

民
族
生
活
の
事
実
の
原
因
を
推
論
さ
せ
る
よ
う
な
資
料
を
で
き
る
か
ぎ
り
確
実
性
を
も
っ
て
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
確
定

は
自
己
ま
た
は
信
頼
で
き
る
第
三
者
の
観
察
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
う
る
が
、
こ
こ
で
も
限
り
が
あ
る
の
で
、

一
般
に
は
特

)
 

-(
 

定
の
事
実
に
関
し
て
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
報
告
書
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
原
因
の
探
求
は
、

行
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
的
研
究
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
観
察
資
料
が
増
大
す
る
場
合
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
民

族
の
よ
う
な
民
族
群
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
方
法
に
は
限
界
が
あ
る
ο

さ
ら
に
、
起
源
を
共
通
に
し
な
い
民
族
を
観
察
対
象
と

ま
ず
個
別
的
に

ドイツにおける比較法の発展

す
る
場
合
に
は
、
経
験
科
学
的
方
法
は
、
歴
史
的
方
法
か
ら
離
れ
、
歴
史
的
関
連
は
な
い
が
、

た
だ
そ
の
現
象
の
同
一
性
に
も
と
づ
い
て

民
族
的
事
実
を
研
究
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
同
一
性
は
、
民
族
生
活
の
中
に
、
特
定
の
民
族
に
か
ぎ
ら
ず
、

人
間
性
一
般

に
存
す
る
一
定
の
一
般
的
組
織
形
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
た
と
え
ば
、
血
讐
、
掠
奪
婚
、
売
買
婚
な
ど
。
以
上
の
よ
う
な

方
法
を
、
歴
史
的
方
法
と
区
別
し
て
、
比
較
民
族
学
的
方
法
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
ん
た
ん
な
が
ら
、
以
上
が
ポ
ス
ト
の
民
族
学
的
法
学
の
方
法
論
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

そ
の
後
の
民
族
学
(
文
化
人
類
学
)
に
与
え
た
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説

影
響
の
大
な
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
学
に
対
し
て
は
、

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

ポ
ス
ト
は
実
務
家
と
し
て

論

終
始
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
の
理
論
の
法
学
へ
の
影
響
は
、
当
時
に
お
い
て
も
、
今
日
に
お
い
て
も
、

乏
し
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

コ
l
ラ
!
と
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
に
評
価
さ
れ
、

民
族
学
的
法
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
地
位
は
当
時
よ
り
承
認
さ

れな
てら
いな
t，こっし、
。ニ o

こし
れか
tこし
対
し

わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
比
較
法
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、

ポ
ス
ト
の
比
較
法
学
は
、
自
然
科
学
(
と
く
に
進
化
論
)

お
よ
び
民
族
学
と
い
う
法
学
以
外
の
分
野
で
の
成
果
を
法
学
に
導
入

法
と
社
会
の
関
係
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼

し
た
点
に
、
意
義
が
あ
る
。
経
験
科
学
的
方
法
を
用
い
、
考
察
の
対
象
も
法
に
か
ぎ
ら
ず
、

の
狭
義
の
比
較
方
法
は
今
日
で
い
え
ば
法
社
会
学
的
で
あ
る
(
た
だ
し
、

つ
ぎ
に
比
較
の
対
象
も
、

歴
史
的
関
連
を
無
視
し
た
点
が
致
命
的
)
。

ロ
ー
マ
法
や
ド
イ
ツ
法
に
か
ぎ
ら
ず
、
い
な
文
化
民
族
に
か
ぎ
ら
ず
、
自
然
民
族
に
ま
で
及
ん
だ
。
た
だ
し
、

こ
の
点
も
、
今
日
の
比
較
法
学
か
ら
い
え
ば
、
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
と
も
に
、
弱
点
で
も
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
の
方
法
論
か
ら
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、

こ
こ
に
そ
の
弱
点
も
記
し
て
お

そ
れ
は
進
化
主
義
と
し
て
後
に

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ポ
ス
ト
の
弱
点
は
、
当
時
の
民
族
学
そ
の
も
の
の
弱
点
で
も
あ
る
。

(
9
)
 

批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
、
歴
史
的
関
連
の
必
要
性
を
否
定
し
、
諸
民
族
の
生
活
に
存
す
る
表
面

的
な
一
致
点
を
と
ら
え
て
、
そ
こ
か
ら
一
般
的
発
展
法
則
を
導
い
た
点
に
、
今
日
の
比
較
法
学
者
も
留
意
す
べ
き
最
大
の
弱
点
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
ポ
ス
ト
の
進
化
論
に
対
す
る
ゆ
る
ぎ
な
き
信
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
、
当
時
の
民
族
学
の
水
準
に
よ
る
制
約
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ポ
ス
ト
自
身
は
、
白
己
の
研
究
の
不
備
な
ζ

と
は
つ
ね
に
自
覚
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、

期
に
、
あ
え
て
一
般
法
学
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
時

ハ
1
)
〉
L
m
g
-
P
P
0
.
ω
.
M
m・

(
2
)
F
凹ゲロ
0
0
2
E
E
m
g
仏
冊
目

H
U
n
r
z
E
ι
S
F
E
E宥

目

5
2
H
W
5
5
n
E
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四
回

mgnEnrs-
一
∞
∞
デ
〈
D
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説

町
民
間
二
川
巧
町
公
定
。
γω
会同町・目、吋巳
H
H
M
g
g
w
p
P
0
・A
一
由
民
・
参
照
。
前
者
は
民
族
学
的
法
学
の
対
象
を
自
然
民
族
に
限
る
こ
と
で
ポ
ス
ト
の
方

法
を
生
か
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
時
期
尚
早
的
一
般
化
に
は
批
判
的
。
後
者
は
文
化
圏
説
(
欠
己
昨
日
rHam-巾
叩

5
〉
に
立
っ
て
ポ
ス
ト
流
の
進
化
主
義
を

批
判
す
る
も
の
。

(
け
)
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
も
あ
る
。
〉
E
F
P
B
N
F
B
E
E
2
5
3
の
忌
日
z
s
m
p
N
S
H包
何
者
お
(
石
町
γω

論

ベ
ル
ン
へ
フ
ト

Q
H即
日
切
巾

E
Z
F
H∞巴
1
5
ω
ω
)

ポ
ス
ト
が
プ
レ

l
メ
ゾ
の
裁
判
官
と
し
て
生
涯
を
終
っ
た
の
に
対
し
、
ベ
ル
ソ
へ
フ
ト
は
、

ハ
2
〉

ミ
ズ
ム
の
中
で
終
始
活
躍
し
た
。
彼
は
本
来
ロ
1
マ
法
学
者
で
あ
っ
た
が
、
研
究
対
象
を
ロ

l
マ
法
と
ド
イ
ツ
法
に
限
定
す
る
当
時
の
法

ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
教
授
と
し
て
、

ア
カ
J

ア

学
に
対
し
批
判
的
で
あ
り
、
比
較
法
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
、

ゲ
オ
ル
グ
・
コ

l
ン
(
の

g括
。
。
「
ロ
)
と
と
も
に
、

一
八
七
八
年
に
「
比

較
法
学
雑
誌

N
巾

F仲間

E
同二位
H
S
H
m
E
n
Z
E巾

HUnr仲
間
豆
諸
ロ
凹
ロ
ゲ
阻
止
を
創
刊
し
た
。
彼
は
、

こ
の
雑
誌
の
巻
頭
論
文
の
中
で
「
比
較

(sv 

と
く
に
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
民
族
法
の
共
通
性
に
関
す
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
し
た
。
こ

の
方
向
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
、
二
巻
以
後
の
論
文
を
通
じ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
、
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
家
族
法
を
他
の
民
族
法

と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
の
場
合
は
、

法
学
の
目
的
と
方
法
に
つ
い
て
」
論
じ
て
い
る
が
、

主
と
し
て
イ

γ
ド
ゲ
ル
マ

γ
民
族
法
に
限
っ
た
が
、
他
の
民
族
、

ポ
ス
ト
の
よ
う
に
研
究
対
象
を
無
限
に
拡
大
せ
ず
、

ハ
6
)

と
く
に
自
然
民
族
に
対
す
る
関
心
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ベ

ル
ン
へ
フ
ト
は
、

さ
ら
に
、

ベ
ル
リ
ン
の
裁
判
官
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
マ
イ
ヤ

l
(
司
己
反
冨
巾

3H)
と
と
も
に
二
八
九
五
年
よ
り

γ
r
l

寸
ロ

nr
島
町
同

H
E巾
目
白
己

O
ロ
即
日
巾
ロ
〈

R
2
2
m
gロ
m

E同
〈
巾
同

mFF円
宮
ロ
門
同
巾
河
巾

n
r
z豆
田
団
内
ロ
印
円

}MmwpEM仏

〈
。

-w目
d
i見回
n
y同
町

a
r
r
B
を
発
刊

し
た
。
こ
の
「
年
報
」
の
刊
行
目
的
も
、

ベ
ル
ン
へ
フ
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
彼
は
、
そ
の
中
で
、

上
の
目
的
か
ら
現
行
法
を
比
較
す
る
ド
グ
マ
的
方
法
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
〉
「
比
較
法
学
雑
誌
」
が
第
三
巻
以
後
コ

l
ラ
!
の
指
導
の
下

比
較
法
の
方
法
と
し
て
、
実
際

で
主
と
し
て
民
族
学
的
法
学
の
専
門
誌
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
「
年
報
」
は
近
代
外
国
法
の
紹
介
を
主
と
し
、
所
期
の
目
的
を
果
た

北法20(4・26)329



し
た会
O~ 

き
て
、
こ
こ
で
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
の
考
え
る
比
較
法
の
目
的
と
方
法
に
つ
い
て
、
「
比
較
法
学
雑
誌
」
の
前
掲
巻
頭
論
文
に
よ
っ
て
、
よ
り

立
ち
入
っ
た
考
察
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
法
律
家
は
、
ロ
ー
マ
法
と
ド
イ
ツ
法
に
の
み

従
事
し
て
い
た
。
そ
の
他
の
外
国
法
の
研
究
は
実
益
が
な
い
と
さ
れ
、
好
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
面
性
に
は
そ
れ
な
り
の
成
果

が
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り
、
継
受
さ
れ
た
も
の
が
国
民
の
真
の
精
神
的
財
産
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
眼
界
が
あ
る
。

と
く
に
法
哲

学
は
こ
の
点
で
最
悪
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
言
語
の
知
識
の
上
に
言
語
学
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
今
世
紀
(
一
九
世
紀
)
に
入
っ
て

λ

法
学
の
境
界
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
努
カ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

し
か
も
、
今
日
で
は
、
外
国
法
の
知
識
は
法
哲
学
や
法
史
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

ド
イ
ツ
の
統
一
法
典
編
纂
と
い
う
国
民

的
事
業
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

そ
こ
に
融
合
さ
れ
る
べ
き
ロ

l

マ
法
と
ド
イ
ツ
法
を
類
似
点
と
相
違
点
に
よ
っ
て

も
う
一
度
根
本
的
に
研
究
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
他
国
の
長
所
に
な
ら
い
、

他
国
の
欠
陥
を
さ
け
る
た
め
に
外
国
法
の
思
慮
深
い
観

)
 

1
 

(
 

察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
諸
外
国
の
制
度
を
た
だ
並
べ
る
だ
け
で
は
、

こ
の
目
的
に
役
立
た
な
い
。
比
較
法
学
の
究
極
の

目
標
は
、
比
較
言
語
学
の
場
合
と
同
様
、
法
の
発
展
の
一
般
法
則
を
見
出
し
、

そ
れ
を
個
々
の
国
民
の
歴
史
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ドイツにおける比較法の発展

従
来
一
つ
の
体
系
の
中
で
、
あ
る
制
度
の
意
義
と
発
展
を
追
及
し
た
が
、

い
ま
や
、

種
々
の
民
族
の
法
律
の
中
に
お
け
る
同
一
イ
デ
l
の

化
体
、

そ
の
イ
デ
l
の
、
あ
る
民
族
よ
り
他
の
民
族
へ
の
移
転
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
は
、

こ
の
新
し
い
試
み
は
な
お

欠
陥
の
多
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
学
の
分
野
で
は
従
来
の
方
法
論
が
い
ぜ
ん
と
し
て
基
準
と
な
り
う
る
の
で
、

あ
る
。

そ
れ
だ
け
有
利
で

芦
て
、
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
に
よ
れ
ば
、
諸
国
家
の
制
度
の
聞
に
存
す
る
相
似
性
は
、

ω
共
通
の
起
源
、

ω
移
転
、

(3) 

生
活
条
件
の
類

似
性
、

の
ご
一
つ
の
原
因
に
帰
着
す
る
。
と
く
に
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
の
聞
に
存
す
る
イ
デ
ー
の
共
通
性
の
多
く
は
、

民
族
の
起
源
の

北法20(4・27)330



説

共
通
性
に
求
め
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
例
と
し
て
自
救
行
為
の
一
般
性
や
所
有
権
の
移
転
形
式
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
隣
接
国
家
の
法

制
度
の
借
用
(
開
E
F
Yロ
ロ
ロ
也
ま
た
は
継
受
も
い
た
る
と
こ
ろ
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
と
く
に
ロ
l
マ
法
に
対
す
る
外
国
法
の
影
響
が

そ
の
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
制
度
の
相
似
性
の
原
因
は
、
民
族
の
共
通
性
に
も
継
受
に
も
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た

論

が
い
に
独
立
に
、

一
定
の
文
化
段
階
に
特
有
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
な
ん
ら
か
の
形
で
現
わ
れ
る
法
形
成
も
あ
れ
ば
、

ま
た
一
定
の

需
要
や
生
活
関
係
に
よ
っ
て
独
立
に
作
ら
れ
る
法
形
成
も
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
外
国
人
の
法
的
地
位
の
問
題
、
血
讐
、

訟
法
上
の
諸
制
度
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
訴

か
く
し
て
、
比
較
法
学
は
、

一
言
で
い
え
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
法
制
度
の
中
心
法
の
イ
デ
ー
を
求
め
る
学
問
で
あ
る
。

こ
の
目
標
へ
の
道

は
長
く
、

け
わ
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

ゲ
ル
マ
ン
人
や
ロ
!
マ
人
以
外
の
民
族
の
法
生
活
の
中
へ
入
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
比

絞
法
学
雑
誌
」
は
も
っ
と
も
広
い
基
礎
に
立
ち
、
古
代
制
度
も
現
行
制
度
も
、

ま
た
法
史
も
現
行
法
も
、

同
様
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
研
究
対
象
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
た
だ
し
狭
義
の
法
以
外
に
拡
張
す
べ
き
で
は
な
い
。
習
俗

(ω
吉
巾
)

は
、
そ
れ
が
法
形
成
に
貢
献
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

族
(
自
然
民
族
)
は
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
段
階
に
達
し
な
い
民

以
上
が
、

「
比
較
法
学
雑
誌
」

比
較
法
の
目
的
と
方
法
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ン
¥
フ
ト
の
見
解
の
大
要
で
あ

の
巻
頭
論
文
に
一
不
さ
れ
た
、

る
。
五
十
年
前
に
発
刊
さ
れ
た
同
ユ

g
n
Z
N
a
g
n
F円
以
同
に
お
け
る
ツ
ァ
ハ
リ
エ
の
巻
頭
論
文
と
較
べ
る
と
、
視
野
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
「
比
較
法
学
雑
誌
」
は
、
今
日
に
お
い
て
も
世
界
に
お
け
る
有
力
な
比
較
法
雑
誌
の
一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、
本

誌
の
発
刊
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
研
究
の
永
続
的
基
礎
を
き
づ
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
誌
の
内
容
は
、

一
巻
と
二
巻
に
お
い
て
は
、
多
方
面
の
論
稿
が
見
ら
れ
た
が
、
第
三
巻
以
後
コ

i
ラ

i
が
編
集
に
参
加
す
る
に
お
よ
ん
で
、

民
族
学
的
法

学
お
土
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
明
国
の
法
の
専
門
誌
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
今
日
で
は
世
界
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

北法20(4・28)331



若
き
日
の
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
の
見
透
し
は
、
二
重
の
意
味
で
(
対
象
を
制
限
し
な
い
点
で
も
、
習
俗
を
排
除
す
る
点
で
も
)
、
あ
や
ま
っ
た
こ

と
に
な
る
。

ベ
ル
ン
へ
フ
ト
自
身
も
、
「
比
較
法
学
雑
誌
」
に
は
、

イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
民
族
法
の
研
究
を
中
心
と
し
た
歴
史
的
・
民
族
学
的
方
法
に
よ

る
論
文
を
あ
い
つ
い
で
発
表
し
た
が
、

現
行
法
の
比
較
を
目
的
と
す
る
ド
グ
マ
的
比
較
法
学
の
必
要
性
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
当

時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
立
法
の
改
善
の
た
め
に
現
行
外
国
法
の
比
較
研
究
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
、

一
八
六
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
、

八
九
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
、
比
較
立
法
協
会
が
設
立
さ
れ
、
組
織
的
な
研
究
が
促
進
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
一
八
九
四
年
に
、

ベ
ル
リ
ン
に
比
較
法
学
会
(
正
式
に
は
、
「
比
較
法
学
お
よ
び
経
済
学
の
国
際
協
会
」
)
が
設
立
さ
れ
、
そ
の

マ
イ
ヤ
ー
を
中
心
と
し
て
、

機
関
誌
と
し
て
「
年
報
」
が
発
刊
さ
れ
た
。
こ
の
「
年
報
」
の
発
行
趣
旨
も
、
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
彼
は
、
こ
こ
で
は
、

ド
グ
マ
的
方
法
に
分
け
て
い
る
。
と
く
に
第
三
の
方
法
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
論

比
較
方
法
を

ω

じ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
行
法
の
研
究
を
目
的
と
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
法
は
大
同
小
異
で
あ
る
の
に
、
そ
の
研
究
は
、

民
族
学
的
、

ω
歴
史
的
、

ω

一
見
価
値
が
少

)
 

1
 

(
 

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
は
国
民
生
活
全
体
の
一
側
面
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、

他
の
生
活
表
現
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
。
法
の
境
界
は
固
に
よ
り
異
な
り
、
あ
る
国
で
法
律
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

他
の
国
で
は
道
徳
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

ドイツにおける比較法の発展

ま
た
、
種
々
の
需
要
に
対
し
同
様
な
結
果
が
与
え
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
種
々
の
立
法
は
た
が
い
に
歴
史
的
に
依
存
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
個
々
の
法
の
完
全
な
理
解
の
た
め
に
は
、
外
国
現
行
法
の
一
定
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

立
法
の
た
め
の
現
行
法
の
比
較
は
よ
り
収
獲
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
年
報
」
で
は
、
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
は
、
民
族
学

現
代
の
よ
う
な
法
典
編

纂
の
時
代
に
は
、

目的
的・
と 歴
な史
つ的
て比
い較
る担方
。法

J) 

iま
カミ

と
く
に
ド
グ
マ
的
比
較
方
法
の
必
要
性
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
れ
が
学
会
お
よ
び
「
年
報
」

の
主
要
な

ベ
ル
ン
へ
フ
ト
は
、
比
較
法
の
発
展
史
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

さ
て
、

も
と
も
と
ロ
l
マ
法
学

北法20(4・29)332
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者
で
あ
っ
た
が
、
早
く
よ
り
そ
の
限
界
を
つ
き
破
り
、
比
較
法
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、

と
く
に
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
民
族
法
史
の
普
遍

当
時
の
民
族
学
の
成
果
も
利

論

性
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
、
比
較
一
言
語
学
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
が
活
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
の
場
合
、
ポ
ス
ト
や
コ

l
ラ
ー
の
よ
う
に
、

民
族
学
的
法
学
そ
の
も
の
を
探
求
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
主
と

し
て
イ
ン
ド
ゲ
ル
マ
ン
民
族
法
、
な
か
ん
ず
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
法
史
に
対
象
を
限
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
研
究
の
実
証

性
は
高
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
法
の
普
遍
的
発
展
法
則
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
日
か
ら
見
て
、
そ
の
成
果
が
学
問
的
批
判

に
耐
え
う
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
こ
の
点
、
ベ
ル
ン
へ
フ
ト
も
ま
た
時
代
の
制
約
を
免
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
さ
ら
に
、
彼
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
二
種
の
比
較
法
雑
誌
を
創
刊
す
る
こ
と
に
よ
り
、
比
較
法
研
究
に
永
続
的
基
礎
を
与
え
た
点
に
あ
る
σ

と
く
に
現
行
法
の
比
較
研
究
の
必
要
性
を
も
強
調
し
た
こ
と
は
、

つ
ぎ
の
時
代
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
全
体
と
し

て
は
、

ポ
ス
ト
と
コ

l
ラ
l
の
活
躍
の
影
に
隠
れ
た
と
い
う
印
象
を
否
定
し
え
な
い
が
、
以
上
の
点
で
、

ベ
ル
ン
へ
フ
ト
は
ド
イ
ツ
比
較

法
史
上
重
要
な
地
位
を
占
め
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ベ
ル
ン
へ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
〉
含
p
m，

H
E
N
F
s
y
a同門

2
5
h
E口町
ELm-orN拓国円
g
p
r
c吋Z
S同
0

・
N
S也
知
巧
お

(-UN吋
)Lhh.
参
照
。

(
2
)

ロ
1
7
法
に
関
す
る
初
期
の
業
績
と
し
て
、

F
H可
Z
g
N己
H
U
F
3
8
5
同

E
F
石
三
・

0
ぽ
切
何
回

H
H
N
t
E
E
芯
呂
田
口
7
8

附

N
R
E
-
-
∞吋印山

ω庁防巳

EM《
凶
同

2
Z
5
L
R
H出
EEHFO口
同
忠
臣
岡
田
N3同
自
〈
向
可
ωロ仏件。ロ

m
z
z
g
-
-
∞∞
M-

(
3
〉

p
q
N
S
n
r
E
E
E
E
牛耳

Z
m
F
F
n
F
O
E
S
H
U
n
g
=
5
5
n
r
5・
NSHm-
何
者
一
(
一
∞
吋
∞
)
・
一
民
・

(
4
〉
と
く
に
、
戸
川
r
q
ι
5
ρ
E
E
F問
B
仏
R
H
N
2
7
5
R
S乙
昔
話
『
包
母
吋
同
ロ
号
向
島
自
白
百
円
宮
口
〈
ユ
]
r
m
s
-
N
S門
町
一
初
老

M
(一∞∞
O
Y
N印ω
・

(
5〉

N
R
P
R
E
n
E
L
E
E
S
Z
E
r
g
E
B
-
-
E『
E
F
T
a
-
何
者
∞
公
∞
∞
由

)
L
片
山
口
昂

P
E
N官
。
ロ
宮

2
5
3
5
r
g
F
E
-
-凶作ロ

H
o
n
g
-
N
g
m一
月
巧
∞
(
一
∞
U
C
L
U
Mロ・

(
6
)

た
と
え
ば
北
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ア
ン
の
親
族
称
呼
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
〈
司
君
自
告
ω
円
E
E
g
g
g
E仏
何
宮
町
D
H
B
g
牛
耳
ロ
C
円
含
自
g
E
!

E
R
V
E
〈
O
F
E科目
B
P
一
∞
∞
∞
が
あ
る
。
な
お
、

N〈
内
調
]
一
月
毛
∞
・
ム
B
R・
参
照
。

f¥  

¥dノ

北法20(4・30)333



ピ

)
 

唱

i(
 

(
7
)

切
耳
口
「
2
F
C口四円

Nd司
R
F
γ
r
r
E
H
Y
仏
2
F
Z吋ロ
mZ5ロ
mw-g
〈
2
2
2
mロロ
m
m片
足
H
m
F
E
F
g仏
m山知
2
7
2
5自
g
R
Y
m同門戸
Hロ
仏
〈
D一r
m
Z円仲間
nF凶同門的

F
7
5・
一
〈
呂
田
印
)
・
-
同
町
・
後
述
。

(
8
)
こ
の
年
報
は
一
九
一
四
年
ま
で
の
簡
に
九
巻
発
刊
さ
れ
た
。
な
お
、
一
九

O
五
年
よ
り

F
日
ζ
q
q
に
よ
っ
て
∞
-egH
『E
H
S同
m
E
n
y
g号

同凶作円『仲間宝田

g
R
E
P
ロ
邑
ぐ
D一
宮
ヨ
ュ
R
E
E
r
r
B
が
発
刊
さ
れ
た
。
こ
の
方
は
一
九
二
五
年
ま
で
一
九
巻
刊
行
さ
れ
た
後
、
一
九
二
七
年
よ
り

F
r
m
z
p
F
Z
E同
門
に
吸
収
さ
れ
た
。

(
9
〉

注

(
3
)参
照
。
な
お
、
こ
れ
を
書
い
た
と
き
、
ベ
ル
ン
ヘ
ブ
ト
は
な
お
二

O
代
の
半
ば
で
あ
っ
た
。

(
叩
)
以
上
は
、

F
S
E
E
-
P
R包
一
md〈
ア
一
l
i
印
の
要
約
。
な
お
、
最
後
の
箇
所
は
ベ
ル
ン
ヘ
プ
ト
の
保
守
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(日
)
F
B
E
E
-
臼

-P0・
ω・
日

l
l
M吋

(口
)
F
B
E
F
C・O
・
ω-M吋
1
8・

(門川

)
F
S
E
F
E・
o・
ω
-
a
l
g・

(
け
門
)
回

R
Z
E
F
m
ω
0・
ω・
8lω
∞
・
な
お
、
習
俗
を
排
除
す
る
点
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、

ω円
}
M
g
H
L
F
U
5
F
L
E
E口問

ι
q
d
H向
-
2
5
8号
ロ

河内口

r
H
2
5
8
R
E
コ
bHH
【同日開
HEDT)四
M
P
N
Z
H四
一
何
者
ω
吋(一
U
N
O
)

・
ω白
0

・
も
っ
と
も
、
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
も
、
将
来
は
こ
の
限
界
を
こ
え
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
回
日
ロ
7
申

F

P州

w

・c・
ω

8・

(
行
)
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、

γ
7号
5
r
ι
q
F百
E
g
E一g
〈
白
色
日
間
ロ
ロ
問
L

(
↓∞∞印)・

ω
一ω
『『.(司

.
ζ
3
2〉
参
照
。
こ
の
学
会
は
、
国
際
学
会

で
あ
る
こ
と
と
、
経
済
学
者
も
含
め
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
。

(
山
川

)
F
S
E
F
Cロ川市円

N君
R
F
γ
可
r
R
Y
L
2
F
Z
H口三
5
E
r口
〈
2
2口一同己口町
w

ア一同町・

(
竹
川
)
∞

RDY2『
y
p
h
Y
0・
ω・三『・

(
日
〉
た
だ
し
、

F
『ロ
r
c
p
自
身
は
、
ド
グ
マ
的
比
較
法
に
は
ほ
と
ん
ど
従
事
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ドイツにおける比較法の発展

四

コ

l
ラ

l
Q
S広
沢
喜
戸
内
♂
冨
色
1
5
5
)

き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
活
躍
を
し
た
コ

i
ラ
ー
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
比
較
法
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
っ
と

も
、
そ
れ
は
、
彼
の
活
躍
の
中
心
分
野
で
も
あ
る
。
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コ
l
ラ
l
は
、
最
初
マ
ン
ハ
イ
ム
区
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
実
務
生
活
を
送
っ
た
。

」
の
地
区
は
一
九
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
が

適
用
さ
れ
て
お
り
、

論

コ
l
ラ
i
は
、
実
務
の
必
要
上
か
ら
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
研
究
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

ス
民
法
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
論
文
が
書
か
れ
た
。
彼
は
、
そ
の
後
、
ヴ
ュ
ル
ツ
プ
ル
グ
大
学
教
授
を
経
て
、

そ
の
た
め
フ
ラ
ン

ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
と
し

て
活
躍
し
、
関
心
は
普
遍
法
史
の
方
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、

近
代
外
国
法
に
対
す
る
関
心
も
や
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と

く
に
、
彼
の
開
拓
し
た
無
体
財
産
法
の
分
野
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
じ
め
近
代
諸
国
法
の
比
較
の
成
果
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
れ
は
国
際
的
調
和
を
も
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
近
代
法
の
比
較
は
実
務
の
必
要
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、

法
学
は
実
際
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

コ
l
ラ

l
は、

こ
の
分
野
へ
も
積
極
的
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
主
要
な
関
心
は
よ
り
理
論
的
な

方
向
に
あ
り
、
こ
れ
が
、
彼
を
駆
り
た
て
て
、
普
遍
法
史
の
構
想
を
実
現
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
「
普
遍
法
史
ハ
C
2
8
H聞
と
お
口
r
g
m巾田
h
z
n
Z巾)」

い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
、

と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
比
較
法
学
」
と
同
義
で
あ
り
、

で
き
る
か
ぎ
り
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
法
(
現
存
の
も
の
も
、
死
滅
し
た
も

そ
れ
は
、

主
観
的
法
生
活
に
お
け
る
法
秩
序
の
働
き
を
研
究
す
る
こ
と
を
任
務
と

理
想
へ
の
接
近
の
み
が
可
能
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

コ
l
ラ
ー
は
、
こ
の
構
想
の
実
現
の
た
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
情
熱
を
燃
や
し
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
彼
は
、

の
も
含
む
)
を
研
究
し
、

し
か
も
客
観
的
法
秩
序
だ
け
で
な
く
、

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
野
は
無
限
で
あ
り
、

ポ
ス
ト
の
よ
う
に
不
十

分
な
資
料
に
よ
っ
て
早
期
に
総
合
を
試
み
る
こ
と
な
く
、
主
と
し
て
個
別
的
研
究
に
従
事
し
た
。
ま
ず
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
古
代
文
化

民
族
の
法
が
彼
の
関
心
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
範
囲
は
ア
ッ
シ
り
ア
、
バ
ピ
ロ
ニ
ア
、

タ
ル
ム
ヅ
ド
(
ユ
ダ
ヤ
)
、
ア
ラ
ブ
、

イ
ス
ラ
ム
か

シ
ナ
に
及
ん
だ
。
こ
の
分
野
で
は
、
言
語
学
の
知
識
が
要
求
さ
れ
る
が
、
彼
は
そ
れ
ら
の
言
語
の
多
く
を
理
解
し
え
た
ほ
か
、

一
言
語
学
者
と
の
協
同
研
究
も
見
ら
れ
る
。

コ
1
ラ
l
は
、
民
族
学
的
法
学
の
分
野
へ
も
、
や
や
遅
れ
て
で
は
あ
る
が
、
登
場
し
た
。
し
か
も
、

ら
イ
ン
ド
、

そ
れ
は
ポ
ス
ト
の
最
初
の
理
解
者
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と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
野
で
の
彼
の
研
究
も
個
別
的
研
究
が
主
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
太
平
洋
、

ア
フ
リ
カ
か
ら
、
エ
ス
キ
モ
ー
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
及
ん
だ
。
そ
の
中
に
は
、
新
た
に
ド
イ
ツ
帝
国
の
植
民
地
と
な
っ
た
地
域

の
土
着
民
の
研
究
が
含
ま
れ
、
そ
れ
は
合
理
的
な
植
民
地
政
策
に
寄
与
し
た
。
な
お
、
以
上
の
業
績
は
(
文
化
民
族
法
を
ふ
く
め
て
)
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
、
第
三
巻
以
後
、
彼
が
編
集
者
の
一
員
に
加
わ
り
、
や
が
て
事
実
上
一
人
で
編
集
す
る
よ
う
に
な
る
「
比
較
法
学
雑
誌
」

に
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
雑
誌
が
今
日
に
お
け
る
権
威
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

マ
レ

l
、

さ
て
、

コ
l
ラ
!
の
普
遍
法
史
の
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

一
一
言
で
い
え
ば
、
「
各
国
の
法
を
人
類
文
化
の
然

る
べ
き
分
肢
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
人
間
性
の
形
成
に
対
す
る
そ
の
地
位
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
」

る
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
各
民
族
の
法
生
活
に
つ
い
て
の
資
料
の
蒐
集
と
閲
読
が
必
要
で
あ
る
が
、

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ

そ
れ
だ
け
で
は
法
の
表
面
的
な
知
識
を

う
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
法
を
十
分
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
、
分
析
的
方
法
、
す
な
わ
ち
法
の
素
材
を

そ
の
構
成
部
分
に
分
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

各
法
制
度
が
ど
の
よ
う
な
構
成
部
分
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
か
が
明

)
 

'
i
 

(
 

ら
か
に
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
法
制
度
を
物
権
的
要
素
と
債
権
的
要
素
に
分
け
、

ま
た
権
利
の
主
体
と
客
体
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し

ドイツにおける比較法の発展

て
い
る
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
の
核
心
に
迫
る
知
識
を
う
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
主
要
な
事
柄
と
付
随
的
な
事
柄

の
区
別
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
族
の
中
に
具
体
的
に
生
長
し
、
民
族
の
慣
習
の
中
に
生
き
て
い
る
法
の
場
合
に
は
、
絶
対
的
に

必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
は
宗
教
は
じ
め
他
の
精
神
的
要
素
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
引
き
は
な
さ
な
い
か

あ
る
民
族
の
婚
姻
締
結
の
儀
式
を
見
る
場
合
、

ぎ
り
、
法
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、

そ
こ
か
ら
民
族
の
信
仰
な
ど
が

附
加
し
た
要
素
を
と
り
去
り
、
掠
奪
婚
、
売
買
婚
な
ど
婚
姻
の
法
的
観
念
形
態
を
想
起
さ
せ
る
要
素
だ
け
を
残
す
こ
と
に
よ
り
、

理
解
の
道
が
開
か
れ
る
。
以
上
は
純
粋
に
法
学
的
な
方
法
で
あ
る
。

法
学
的

し
か
し
、

コ
l
ラ

1
は
、
法
学
的
方
法
だ
け
で
、
足
り
る
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
法
は
文
化
現
象
の
一
つ
で
あ
り
、
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説

普
遍
法
史
は
法
文
化
の
普
遍
史
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
を
他
の
文
化
要
素
、
と
く
に
民
族
の
信
仰
、
経
済
史
、

さ
ら
に
は
民
族
学
的

論

な
性
格
と
関
連
さ
せ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
窃
盗
の
研
究
に
さ
い
し
て
は
、
民
族
の
経
済
的
精
神
が
、

讐
と
そ
の
解
消
の
研
究
に
さ
い
し
て
は
、
一
方
で
は
、
復
讐
感
情
と
高
い
人
格
的
意
識
、
他
方
で
は
、
財
産
や
金
銭
に
対
す
る
獲
得
衝
動

と
愛
好
心
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

ま
た
、
血

以
上
の
よ
う
な
研
究
に
よ
り
、
普
遍
法
史
は
、
人
類
の
歴
史
の
理
解
に
不
可
欠
な
資
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

資
料
に
基
づ
い
て
、
個
々
の
民
族
の
法
史
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
助
け
を
か
り
て
、
普
遍
法
史
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
の
中
に
、
独
自
の
特
徴
を
与
え
る
偶
然
性
が
存
在
す
る
た
め
に
、
普
遍
法
史
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、

コ
1
ラ
l
は
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
性
と
な
ら
ん
で
、

心
理
的
社
会
的
要
因
の
共
通
性
と
世
界
発
展
の
形
而
上
的
統
一
性
も
ま
た
支
配
し
て

い
る
、

と
説
い
て
い
る
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
コ

1
ラ
!
の
普
遍
法
史
は
、
最
終
的
に
は
哲
学
的
基
礎
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
へ

l
ゲ
ル
派

の
哲
学
で
あ
る
こ
と
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
コ

l
ラ
i
は
へ

1
ゲ
ル
哲
学
の
う
ち
、
形
而
上
学
と
発
展
説
を
承
継
す
る
。

と
く
に
発
展
説

に
つ
い
て
は
、
世
界
の
中
に
存
す
る
神
の
力
に
よ
る
発
展
と
い
う
形
態
で
承
認
す
る
の
で
あ
っ
て
、

ダ

l
ウ
ィ
ン
流
の
え
せ
発
展
説
に
は

反
対
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、

コ
i
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

へ
l
ゲ
ル
の
哲
学
は
以
下
の
点
で
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J¥  

ゲ
ノレ

は
、
発
展
の
中
に
論
理
的
要
素
だ
け
を
見
た
が
、
発
展
は
事
件
の
自
然
の
推
移
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
非
論
理

的
実
際
的
要
素
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
論
理
的
イ
デ
ー
か
ら
み
れ
ば
、
促
進
的
で
あ
る
よ
り
は
、
障
碍
的
で
あ
り
、

的
イ
デ
ー
は
自
己
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
と
斗
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
最
終
的
に
は
イ
デ
ー
の
勝
利
に
お
わ
る

人
類
の
歴
史
が
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
は
そ
の
無
限
の
多
様
性
に
お
い
て
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
コ

1
ラ

ー
の
い
う
新
へ
I
ゲ
ル
主
義
の
骨
子
で
あ
る
。
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1
 

;， 

さ
て
、

ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
最
大
の
功
績
は
、

コ
1
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
史
上
、

バ
ッ
ハ
オ
l
フ
ェ
ン
と
ポ
ス
ト
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
法
学
研
究
に
お
け
る
比
較
方
法
の
有
用
性
を
発
展
さ
せ
、

比
較
法
学
を
法
学
の
一

分
野
と
し
て
承
認
さ
せ
る
に
至
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

一
九
世
紀
後
半
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
比

較
法
が
一
般
的
に
承
認
を
え
た
時
代
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
多
少
と
も
同
様
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、

は
コ

l
ラ
l
の
活
躍
に
負
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
コ

l
ラ
i
は
自
ら
各
分
野
で
の
比
較
法
的
研
究
に
従
事
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
講

義
・
ゼ
ミ
を
通
じ
て
多
く
の
弟
子
を
養
成
し
、
「
比
較
法
学
雑
誌
」
の
ほ
か
一
九

O
九
年
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
の
専
門
誌
岡
山
r
a
E
R
Z

N
2片
山
口
『

5

E円
N
F
i
-
-
E
M門
H
F
O
N巾

g
B
n
Eを
発
刊
し
、
比
較
法
研
究
の
継
続
的
発
展
の
た
め
の
基
礎
を
き
づ
い
た
。

そ
の
大
半

コ
l
ラ

l
は
偉
大

な
研
究
組
織
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

A
V
R
S

寺、、

中

ト

カ

コ
l
ラ
l
の
比
較
法
の
内
容
に
は
問
題
が
あ
る
。
彼
は
、
近
代
法
の
比
較
の
重
要
性
を
説
き
、

か
つ
自
ら
も
実
行
し
た
が
、
そ

)
 

1
i
 

(
 

の
関
心
は
主
と
し
て
民
族
学
的
法
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
外
国
法
の
研
究
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、

の
に
対
す
る
影
響
は
乏
し
か
っ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
は
比
較
法
研
究
と
関
連
な
く
発
展
し
た
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
彼
の
比
較
法
の
限

当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
そ
の
も

界
が
存
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
彼
の
比
較
法
と
今
日
の
比
較
法
と
の
関
係
も
問
題
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後

ドイツにおける比較法の発展

述
す
る
。

コ
l
ラ
!
の
目
標
で
あ
る
普
遍
法
史
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
現
可
能
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
の
点
で
は
、
彼

さ
ら
に
、

も
当
時
の
発
展
説
(
彼
の
場
合
は
新
へ

1
ゲ
ル
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
が
)
の
影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
今
日
か
ら
い
え
ば
、
彼
の
発

展
説
に
は
科
学
的
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
普
遍
法
史
の
実
現
の
た
め
に
、

主
と
し
て
個
別
的
研
究
に
従

事
し
、

し
か
も

つ
ね
に
法
を
文
化
現
象
と
し
て
考
察
す
る
態
度
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
方
法
論
自
体
は
、
今
日
も
生
か
さ
れ
る
べ
き

も
の
が
多
い
。
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説

さ
い
ご
に
、

コ
l
ラ

l
は
と
く
に
牧
野
英
一
博
士
を
通
し
て
、

わ
が
国
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
に
も
貢
献
し
た
こ
と
が
記
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

(
1
)

以
下
は
、
主
と
し
て
、
〉
含
5
・

r邑
穴
O
F
E
E
L
ι
目
正
門
m
E
n
y
g
r
m
R
r
z
s
m
m
g
R
F
5・
N
Z
H同
二
阿
君
勾

C
U
N
e
-
-
1
1
2
に
よ
る
。

(
2
〉
そ
れ
ら
は
、
。
。
g
g
g伶
-Z
〉
r
E邑
-
5
m
g
E白
色
。
自
問
0
5
2
5ロ
ロ
包
『
g
ロ
&
E
n
r
g
N
E
r
R
E
-
-
∞∞
ω
・
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
の
比
較
研
究
の
必
要
性
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
り
FOHmnyg再
認
E
n
r
g母
玄
z
r
a
E
E
《
皆
同
ν
S
N
8
4
3陪
B
R
E
E
-
N
N
℃・

5
2
8
0
・
3
A
・
な
お
注
(
お
)
参
照
。

(
3
)

こ
の
方
面
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
〉
合
ヨ
(
注
1
〉・

ω・
回
参
照
。
な
お
同
D
E
R
の
企
業
績
に
つ
い
て
は
、
』
O凹
民
間
C
F
F
H
l
p
Z
5凹
S
Z
F
E
2

参
照
。

(
4
)
民
D
E
2・
c
s
q
《
止
め
去
a
y
o
L。
L
q
H
N
2
E
2
2間
-a口『口口問・
0
1』ロ「ロ
Z
N
M∞
(
-
u
o
一〉

.
M∞
N.

〈

5
)
同
C
V
-
2
-
p
o
n
Z凹肉
g
n
E
n
y
g
ロ
ロ
仏
関
己
Z
品
2
n
z
n
v
F
の
ヨ
ロ
Y
E
Z
N
-
N
(
一∞∞印)唱印∞∞
-u
〉
門
目
印
自
(
注
1
〉・

ω
∞・

(
6
)
欠

c
E
2
(注
5
)
・
ω・
印
∞
∞
ロ
・
そ
こ
で
は
、
目
的
と
手
段
と
は
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
学
問
は
そ
れ
自
体
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
普
遍
法
史
は
す
で
に
の
g
m
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
(
一
四
頁
注
同
)
の
よ
う
に
、
問
。

zaは、

同
じ
く
へ

l
ゲ
ル
学
派
で
あ
り
な
が
ら
、
の
自
由
を
比
較
法
学
の
建
設
者
と
す
る
見
解
に
は
反
対
で
あ
り
、
即
日
v
o
Fロ
を
そ
の
設
立
者
と
し
て
い
る
o

ogω

に
至
る
研
究
と

F
与
え
g
以
降
の
研
究
と
の
差
は
、
前
者
は
対
象
を
文
化
民
族
に
の
み
か
ぎ
っ
た
こ
と
と
、
法
、
と
く
に
制
定
さ
れ
た
法
だ

け
を
研
究
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
〉
含
自
(
注
1vu

∞-
-
N

・

(
7
)
穴
D
E
R
-
m
2
Z凹司}出
]
0
8
1戸
高
ロ
ロ
仏

C
E〈
O
H
E
r
2
7
3向。
ωnrFnE0・
5
出
OFNO口仏
OH『『
l関
D
r
r
p
何ロ
NUL内一
O司
即
丘
符
仏
司
岡
山
onY34々
抗措ロ
ω円
rmw『
?
?

3
5
・
ω・
一
四
戸
な
お
、
こ
の
構
想
は
、
す
で
に
問
。
Z
F
M
N
2
r
g向一
O
R
7
5
v
g
g
ι
民
三
z
a
g
n
E
n
y
Z
(注
5
)
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
同
o
E
R

の
考
え
る
普
遍
法
史
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
問
与
巳
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
。
「
も
し
、
私
の
理
解
が
正
し

い
と
す
れ
ば
、
普
遍
比
較
法
(
の
め
g
g
z
n
y
g
S
H
m
E
n
r
g巴
は
、
未
開
民
族
た
る
と
、
文
化
民
族
た
る
と
を
問
わ
ず
、
ま
た
死
滅
せ
る
と
、
現
存
す

る
民
族
た
る
と
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
(
ま
た
は
、
そ
の
他
の
法
統
一
体
〉
の
法
史
、
さ
ら
に
は
、
民
族
相
互
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
法
史
の
結
合

と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
法
史
は
、
さ
ら
に
、
現
在
の
探
求
と
、
未
来
の
発
展
の
萌
芽
を
も
含
む
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
と
人
聞
の
具
体
的

な
法
規
が
蒐
集
さ
れ
、
全
体
文
化
の
中
に
お
け
る
そ
の
発
生
原
因
が
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
法
規
の
全
文
化
生
活
に
対
す
る
反
作
用
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)， 

与、

)
 

唱

i(
 

も
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
い
ど
に
、
法
が
発
生
し
、
作
用
す
る
法
則
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
学
の
分
野
と

補
助
科
学
を
結
合
さ
せ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
統
一
的
精
神
・
文
化
科
学
の
全
体
の
中
に
組
み
入
れ
、
そ
の
中
に
解
消
す
る
。
正
」
剛
列
州
ω与『巾巳
}f‘
』
r
D
凹伶弘町阿閃内
D岳rE一百向

↓.列呂印

区
別
し
た
。

(
8〉
こ
れ
は
、
問
。
Z
2
の
類
ま
れ
な
才
能
と
勤
勉
な
生
活
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
は
、
〉
含
g
-
H
Z
玄
白
色
c
m
E
j宮

]Oω
内『州内
G
E
R
-
N
Z円
四
二
円
巧

ω∞
(
-
s
e
w
M印
・
参
照
。
毎
晩
徹
夜
で
勉
強
し
、
朝
四
時
就
寝
、
八
時
に
は
教
壇
に
立
っ
て
い
た
と
の
こ
と
。

(
9
)

具
体
的
業
績
に
つ
い
て
は
、
〉
E
B
一(注

1
Y
ω
・一

N
R・
引
な
自
『
同
o
r
Z
7回
E
5同
g
Z
F
ω
・
自
民
・
な
お
、
日
本
法
に
つ
い
て
も
、
若
干
の

書
評
が
あ
る
。
と
く
に
、

g
a
E
M
m日
常

B

Y司
自
日

r
g
F
n
r
y
N
S片
岡
一
月
巧

-
O
(
一g
N
Y
ω
吋
由
民
・

(
叩
)
民
族
学
的
法
学

(ZED-o四
日

r
o
pロ
名
目
門
凶
作
口
N
D仏
-monEω
『0
2
E口
町
〉
を
ど
う
定
義
し
、
そ
れ
を
比
較
法
史
学
と
ど
う
区
別
す
べ
き
か
は
問
題

で
あ
り
、
問
。

zo『
の
普
遍
法
史
は
両
者
を
綜
合
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一
応
従
来
の
通
説
的
見
解
に
し
た
が
い
、
民
族
学
的
法
学
を
民

族
学
の
対
象
と
な
る
民
族
(
い
わ
ゆ
る
自
然
民
族
)
の
法
を
対
象
と
す
る
学
問
と
定
義
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
句
。
凶
同
は
、
歴
史
的
方
法
と
民
族
学
的
方

法
を
方
法
の
点
で
区
別
し
、

F
B
Eた
も
、
比
較
法
学
の
方
法
と
し
て
、
民
族
学
的
方
法
と
隆
史
的
方
法
を
区
別
す
る
が
、
こ
の
点
は
一
般
に
承
認
さ

れ
て
い
な
い
。
〉
内
回
目
出
(
注

1
〉・

ω・
5
R
u
ω
n
r
E
H
ι
H
W
U
W
H
W
O仏
2
2口
町
舟
H
S
H
m
r
H
n
r
g
ι
g
m
2
v
g耳
目
指
ロ
R
E
D
E円
ι呂
田
EC]O間
MP

T
島
-
河
巧
ω
ス
-UNO)・
8
4
『『・

r
g・
8
M
一
吋
ロ
grog-
り
は

Y
P
F
O
L
二
2
5
5
-
o宮
内
宮
口
同
N
Z
Z昔
日
宮
口
m-NZHm]HN巧
お
(
一
白
川
∞
)
・

品
一

uh.

(
日
)
烈

D
E
R
-
N日
正
『
町
一

E円
Z
E
g
m
o
n
r
Z
5
5
5
7
m
P
E
E
r
s
t
Z
E
E
-
E
g
z
g
H
E
E
H目
立
さ
同
Z
H
P在
Nmmrc口問

E
仏

河
2
7
2
3
E
g
R
E
P
-
x
.
閉

J
A
(一
∞
∞
一
)
・
コ
A
R
な
お
、
〉
念
日
は
、
州
内
c
E
R
の
室
田
一
評
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、

g
m
F
F
E
E
5
の
み
と

解
し
(
〉
念
日
・
注

1
ω
-
N
3
、
関
包

g
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
(
民
主
g
w
p
p
C・
ω・
Mm)
、
正
確
に
は
、
そ
の
他
、
ロ
司

C
E同)同区口問仏
g
m
R
r
z

お
よ
び
宮
内
〉
口
『
笹
口
問
。

ι
2
2
2
g
i
g
L
同
凶
作
島
区
内
r
g
mも
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
個
A

の
著
書
の
内
容
の
紹
介
で
は
な
く
、
そ
れ
を
機
縁

に
自
己
の
学
殖
を
一
ボ
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
書
評
で
あ
り
、
当
時
す
で
に
問
。
Z
2
は
民
族
学
に
も
深
い
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

(
ロ
)
従
来
の
研
究
を
総
括
し
た
も
の
と
し
て
は
、
民
D
E
F
Uぽ
〉
口
伝
口
問
。

L
g
m
R
r
g
c
E
E回

H
g
n
Z
仏
耳
目
肖

5
5
2ロ
〈
2
Z
F
Fロ
〉
=
町
内
5
2
5

H
N
R
Z回
向

g
n
r
R
E
P
-
-
民
主
h
F
-
u
一?
ω
・
二
『
・
(
小
野
-
訳
・
法
の
一
般
的
な
歴
史
、
昭
沼
)
し
か
し
、
こ
れ
は
比
較
的
か
ん
た
ん
な
も
の
で
あ
り
、

結
局
こ
の
仕
事
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

ドイツにおける比較法の発展
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説

(
刊
日
)
具
体
的
に
は
、
』
自
民
問
。
巴
q
i回
E
H
o
m
g
B
H
P
ω
・
志
向
同
・
参
照
。

(
け
け
〉
問
。
z
q
(注
5
)
.
ω
.
印∞
ω
u
州内
G
E
R・咽，
S
問。
r
c
m
g
E
H
F富田
n
r
g四
ι
q
F
n
r
g
q
E
-
E自
品
耳
目
問
-
Z
Z
2
2
-
r
o
p
ロ
B
E
E
n
v
E

《凶
g
ι
2
g
y
g
欠。
-
S
E
-
-
E
L
O
B
-
p
q聞
こ
凶
巧
一
日
(
一
∞
∞
3
・
ANコ
戸
一
関
与
-
2
(注
7
〉噂

ω・
ミ
・
そ
こ
に
は
土
着
民
の
文
化
を
調
査
し
尊
重

す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
植
民
地
政
策
の
人
道
化
に
貢
献
し
た
。
植
民
地
政
策
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
問
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
や
む
を
え
な

hu 

(
日
)
〉
含
包
(
注

8
)
・
ω
-
Nム・

(
間
山
)
関
G
E
R
-
C与
再
任
命
玄
z
r
a
o
仏

R
H
N
2
r
z
s『
m-Enrロ
ロ
四
・
の
忌
ロ
『
E
Z
N
M∞(一由。一〉
-
M吋
白
・
な
お
、
こ
の
論
文
は
、
一
九

O
O年
パ
リ
l
比
較

法
会
議
の
リ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
仏
語
版
は
、
ロ
σ
-
9
5臥
p
a
o

内

r
e
o
-同

8
日間

V

白血

.Hdcn弘
ω
1
5
H
E
E
H
L・一
--uo印
.
た
だ
し
、
内
容
は
、
主
と
し

て
法
継
受
の
問
題
を
論
じ
て
お
り
、
継
受
論
に
つ
い
て
の
先
駆
的
業
績
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
に
つ
き
、
沢
木
「
法
の
継
受
」
伊
藤
編
・
外
国
法
と
日
本

法
一
四
七
頁
参
照
。
以
下
の
本
文
は
、
主
と
し
て
、
民
O
E
R
(注
7
)・
ω・
一
∞
戸
に
よ
る
。

(
行
〉
〉
門
目
。
B
も
、
同
o
E
2
は
、
基
本
的
に
は
法
学
者

(
T日
。
で
あ
っ
た
と
す
る
。
〉
含
B
(注
1
〉、

ω-N0
・

(
同
)
阿
内
D
E
R
-
u
g
F
n
r
;
z
F
-
2
5
5。
S
E
m
-
判

E
E
g
m
5
S『
m
-
2
n
r
g
L
O
H
U
n
r
g豆
島
目
立
防
止
・

5
8
・
F
Z
R
は
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ツ

ト
の
中
で
、
婚
姻
法
、
債
権
法
お
よ
び
刑
法
を
素
材
に
し
て
、
法
の
発
展
を
叙
述
し
て
い
る
。
関
与
-R
の
著
作
中
で
は
、
近
づ
き
ゃ
す
い
も
の
の
一
つ

で
あ
る
。

(
ゆ
)
な
お
、
関
c
E
2
は
比
較
法
の
補
助
科
学
と
し
て
、
言
語
学
、
文
化
史
お
よ
び
心
理
学
、
と
く
に
民
族
心
理
学
の
三
者
を
あ
げ
て
い
る
。
関
o
z
q
(注

7
)
・
ω・
5
『・

(
加
)
州
内
G
E
R
-
F岳
Hrロ
円
『
【
目
白
河
2
7
2℃
E
D
B司
rFOWN-
〉
CE--u
一ア

ω
・
8
ロ
-
h
S
R
U
岡山
ω
g
-
(注
7
Y
ω
・
5
2・

(
引
)
旧
内
D
E司
は
、
長
年
、
比
較
法
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
や
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
〉
含
F
P
S
N
F
E
}
H
O
P
E
S
-
吋
印
・
の
各
戸
HHZSm0・
N
Z同町一

HN巧
お
(
-
U
M
3

・
-
0
・

(
幻
)
〉
《
U
B
(注
1)"ω
・
ω0
・
民
族
学
(
的
法
学
)
の
分
野
の
弟
子
と
し
て
、

r
s
E邑
〉
含
F
ζ
良

ω
n
z
u丘
F
E
n
E丘
吋
E
5
4弓
白

E
な
ど
が
著

名。

論

(お〉

m
F
2
2
m
n
Z
N
O
F
g
n
r
H
5
は
、
一
一
八
七

O
年
よ
り
(
一
九

O
七
年
ま
で
〉
刊
行
さ
れ
て
い
た

N
Z
R
r
ユP
E吋同
B
自
由
民
R
r
g
N
E
r
R
Z
の
後
身

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
の
施
行
に
よ
り
、
西
部
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
地
域
で
は
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
現
行
法
で
は
な
く
な
っ
た
の
が
、
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宮、

そ
の
廃
刊
の
理
由
で
あ
る
。
初
耳
王
将
}
H
O
N
E
g
n
E
た
は
、
従
来
の
伝
統
を
承
継
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
民
法
や
民
訴
に
、
比
較
法
の
対
象
と
し
て
学

ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
刊
行
の
辞
(
忠
弘

5
2話
相
一

-rrH問自問・
ω・一
l
l
印
)
は
烈

oE角
が
書
い
た
。

編
集
者
は
、
他
に
、

F
i
g
-
L
F
E
o
r
s
g
F
z
r
o
Eア
句
世
間

g措
岳
民
の
一
一
一
名
。
こ
の
雑
誌
の
中
心
は
何
回
ゲ
乙
で
あ
り
、
第
一
次
大
戦
後
に
開
花

す
る
現
代
ド
イ
ツ
比
較
法
を
準
備
し
た
。
一
九
二
六
年
に
一
四
巻
を
刊
行
し
た
後
、
翌
年
よ
り
同
与
岳

N
2
g
n
F
5
に
吸
収
さ
れ
た
。

(
M
A
)

、H，H
F
B
r
D
B
(
注叩)・
ω

A

N

由
民
・
(
た
だ
し
、
主
と
し
て
M
M
O

弘
に
対
す
る
批
判
Y
欠
。
凹
円
E
F
n
p
F・r
u
e
-
B
p
e
D位

Z
F
ι
3比

8
B
官
界

ω戸同・8巳
g
k
r
g
ω
間
口
夕
刻
。
2
2
]
F
E
H
Z
Z・
7
H
Y
Nコ
・
な
お
、

HNω
『伶}(注
7
)
・
ω・一
ωN『
・
に
よ
れ
ば
、
普
遍
法
史
は
理
想
に
す
ぎ
ず
、
同
ハ

oE司

の
所
論
は
問
題
提
起
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

五

本
稿
で
は
、

ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
、

コ
l
ラ
l
の
三
人
を
通

一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
の
比
較
法
の
発
展
を
、
主
と
し
て
、

ポ
ス
ト
、

じ
て
眺
め
て
み
た
。
こ
の
三
人
の
開
拓
し
た
比
較
法
学
は
、
民
族
学
的
法
学
と
か
、
普
遍
法
史
学
と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
の

か
な
り
無
縁
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ほ
か
、
イ

比
較
法
と
は
、

ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
じ
傾
向
の
比
較
法
学
が
支
配
し
た
の
で
あ
り
、
世
界
的
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

)
 

l
 

(
 

時
、
比
較
法
学
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
形
で
一
般
的
な
承
認
を
え
た
の
で
あ
る
。

ドイツにおける比較法の発展

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
比
較
法
学
の
中
に
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
分
野
が
混
在
し
て
い
た
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

ω

比
較
法
史
学
、

ω

民
族
学
的
法
学
、

ω

現
行
法
の
比
較
、

(
ま
た
は
、
今
日
で
は
文
化
人
類
学
)

で
あ
る
。
民
族
学
的
法
学
は
、
民
族
学

の
一
分
野
と
し
て
、
今
日
で
は
一
応
比
較
法
学
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
担
い
手
も
原
則
と

し
て
民
族
学
者
(
ま
た
は
文
化
人
類
学
者
)
で
あ
る
。
比
較
法
史
学
は
、
法
史
学
の
一
方
法
で
あ
り
、

分
野
で
も
、
今
日
で
は
、
法
史
学
者
と
比
較
法
学
者
の
分
業
が
着
々
進
行
し
て
い
る
。
現
行
法
の
比
較
は
、
当
時
よ
り
ド
グ
マ
的
比
較
法

ま
た
は
比
較
立
法

Q
m
m
E
2
5ロ
8
5℃
R
b〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
比
較
法

2
H
。xn
o
g
-嵐
広
)
そ
の
も
の
と

法
史
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
は
、

一
九

O
O年
の
パ
リ
l
国
際
比
較
法
会
議
、

お
よ
び
そ
れ
に
続
く
時
期
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
サ

北法20(4・39)342



説

レ
イ
ι

ユ

(ω
即
日
巳
口
町
田
)
や
一
フ
ン
ベ
l
ル

(
戸
田
口
回

σ巾
え
〉

」
の
点
か
ら
み
る
と
、

を
通
じ
て
ひ
ろ
く
学
界
の
承
認
を
え
て
行
く
の
で
あ
る
。

論

ベ
ル
ン
へ
プ
ト
を
除
き
、
三
者
を
区
別
せ
ず
、
あ
る
い
は
区
別
の
基
準
が
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
ポ
ス
ト
や
コ

l
ラ
ー
が
、
今
日
批
判
さ

れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
者
が
、
今
日
で
は
分
化
さ
れ
て
い
る
諸
分
野
を
区
別
せ
ず
、

心
課
題
が
、
今
日
の
比
較
法
の
主
流
か
ら
離
れ
て
い
る
民
族
学
的
法
学
や
普
遍
法
史
学
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
の
比
較
法
は
今
日

の
そ
れ
と
は
無
関
係
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
す
ら
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
ド
イ
ツ
の
比
較
法
は
、
続
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
主

し
か
も
、
彼
等
の
中

と
し
て
第
一
次
大
戦
後
の
実
際
的
必
要
性
に
よ
っ
て
発
達
し
た
た
め
、
今
日
の
比
較
法
学
者
の
多
く
は
ポ
ス
ト
や
コ
l
ラ
ー
を
捨
て
て
顧

み
な
い
感
が
す
る
。
し
か
し
、

と
く
に
ラ
l

ベ
ル
を
通
し
て
、
継
続
的
発
展
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

そ
の
聞
に
は
、

問
題
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
今
日
か
ら
み
て
、

当
時
の
比
較
法
学
に
何
を
学
ぶ
べ
き
か
と
い

う
角
度
か
ら
一
一
言
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

一
九
世
紀
後
半
の
比
較
法
は
、
ま
ず
、
法
学
研
究
の
対
象
を
拡
大
し
た
点
に
功
績
が
あ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
世

界
の
文
化
諸
国
、
さ
ら
に
は
、
自
然
民
族
に
ま
で
及
ん
だ
。
固
有
の
民
族
学
の
分
野
は
別
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
も
、

は
限
界
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

比
較
法
の
対
象
に

ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
は
将
来
こ
の
方
面
で
開
拓
す
べ
き
余
地
が
大
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
代
の
比
較
法
は
、
方
法
論
の
点
で
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
と
く
に
、

ポ
ス
ト
や
コ

l
ラ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

社
会
学
的
文
化
史
的
方
法
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
比
較
法
の
方
法
が
固
有
の
法
学
的
方
法
だ
け
で
は
無
力
で
あ
る
と
す
る
、
今
日
の
比
較

法
社
会
学
の
主
張
の
先
駆
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
今
日
で
も
、
こ
の
点
の
成
果
は
十
分
で
は
な
い
の
で
、

わ
れ
わ

れ
は
、
な
お
ポ
ス
ト
や
コ
l
ラ
l
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
方
法
論
自
体
、

当
時
の
科
学
の
水
準
よ
り
す
る
制
約
の
あ

る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

北法20(4・40)343
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さ
い
ご
に
、
法
の
普
遍
性
の
承
認
が
問
題
と
な
る
。

一
九
世
紀
の
比
較
法
学
者
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
意
味
で
、

法
の
普
遍
性
を
前
提

一
般
的
に
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
も
、

比
較
法
成
立
の
要
素
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

と
し
て
い
た
o

二

O
世
紀
に
お
い
て
も
、

(
4〉

あ
ろ
う
o

ポ
ス
ト
や
コ

1
ラ
ー
が
、
ま
さ
に
法
の
全
領
域
に
お
い
て
普
遍
性
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
重
要

な
貢
献
で
あ
る
o

た
だ
し
、
今
日
か
ら
見
て
、
比
較
の
対
象
の
無
限
性
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
今
日
の
比
較
法
の
課
題

は
、
い
か
な
る
範
囲
で
法
の
普
遍
性
が
証
明
さ
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
、

一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ド
イ
ツ
比
較
法
学
の
発
展
の
姿
で
あ
る
。
時
代
は
、

す
で
に
二

O
世
紀
初
頭
に
及
ん
で
い
る
。

O
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
法
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
サ
レ
イ
ユ
と
ラ
ン
ベ
!
ル
の
指
導
の
下
に
、
新
た
な
展
開
を
示
し
は
じ
め
て
い

た
。
し
か
し
、

ド
イ
ツ
で
は
、
本
稿
で
も
と
り
あ
げ
た
若
干
の
偉
大
な
学
者
を
除
く
と
、
実
務
家
を
中
心
に
、
実
際
上
の
必
要
性
か
ら
比

ドイツにおける比較法の発展 (1) 

較
法
が
営
ま
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
法
学
全
体
は
、
世
界
的
変
動
を
よ
そ
に
国
際
的
に
孤
立
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
と
第
一
次
大
戦

の
勃
発
と
は
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
第
一
次
大
戦
の
敗
戦
は
、

ド
イ
ツ
法
学
に
も
よ
う
や
く
反
省
の
機
会
を
与
え
た
。
い

ま
や
、
比
較
法
の
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

も
っ
と
も
、
現
在
の
西
ド
イ
ツ
比
較
法
学
会
(
の
2
忌
R
E
T
E
H
F
n
Z
2
0円
四
一
白
円
宮
口
問
)
に
は
、
「
比
較
法
史
・
東
洋
法
・
民
族
学
的
法
研
究
部
会
」

が
あ
り
、
学
会
に
は
民
族
学
者
も
参
加
し
て
い
る
。

(
2
)

沢
木
・
前
編
一
一
八
頁
。
「
比
較
法
と
い
う
も
の
を
広
く
捉
え
て
、
経
験
科
学
的
認
識
方
法
の
確
立
及
び
法
の
普
遍
性
の
承
認
と
い
う
二
つ
の
柱
の
上

に
そ
れ
が
成
立
す
る
と
み
る
限
り
、
こ
れ
を
比
較
法
と
呼
ん
で
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

(
3
〉
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
以
外
の
国
を
対
象
と
す
る
比
較
法
は
、
今
日
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
い
。
日
本
法
研
究

の
水
準
な
ど
、
同
or-q
の
時
代
か
ら
、
あ
ま
り
進
歩
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

(
4
〉
こ
の
点
は
、
今
日
で
は
、
社
会
体
制
の
相
違
す
る
国
の
聞
の
比
較
法
が
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
争
わ
れ
て
い
る
。
拙
稿
・
比

北法20(4・41)344



説論

較
法
入
門
二
二
六
頁
以
下
参
照
。

(
お
こ
と
わ
り
)
本
稿
は
、
在
外
研
究
中
に
脱
稿
し
、

な
か
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
す
る
。

か
つ
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
側
資
料
を
部
分
的
に
し
か
参
照
し
え

北法20(4・42)345
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